
厚生労働科学研究費補助金 

労働安全衛生総合研究事業 

 

 

 

 

製造業における高年齢労働者の労働災害予防 
に関する研究 

 
 

総合研究報告書 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

研究代表者 佐伯 覚 
 
 

 

令和３（2021）年 5 月 



目 次 

 

Ⅰ．総合研究報告書 まとめ 

 

製造業における高年齢労働者の労働災害予防に関する研究 

         研究代表者 佐伯 覚  ･･･････････････････1 

 

Ⅱ．分担研究報告書 

 

１． 製造業における高年齢労働者の労働災害予防に関する文献調査 

研究分担者 越智光宏、加藤徳明  

研究代表者 佐伯 覚 ･･･････････････････････････････････ 12 

 

２．製造業における高年齢労働者の労働災害予防対策立案 

研究分担者 松嶋康之、伊藤英明 

研究代表者 佐伯 覚 ･･･････････････････････････････････ 29 

 

３．製造業における高年齢労働者の労働災害予防対策指針に対する外部評価 

研究代表者 佐伯 覚 

研究分担者 松嶋康之、越智光宏、加藤徳明、伊藤英明 ･･･････36 

 

４．製造業における高年齢労働者の労働災害予防対策立案（最終案） 

研究分担者 松嶋康之、伊藤英明 

研究代表者 佐伯 覚 ･･･････････････････････････････････ 50 

 

５．製造業における高年齢労働者の労働災害予防に関する情報公開 

研究分担者 越智光宏、加藤徳明 

研究代表者 佐伯 覚 ･･･････････････････････････････････ 58 

 

 

 

Ⅲ．研究成果の刊行に関する一覧表･･････････････････････････････ 103 

 

 



厚生労働科学研究費補助金 

労働安全衛生総合研究事業 

 

 

 

 

製造業における高年齢労働者の労働災害予防 
に関する研究 

 
 

総合研究報告書 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
研究代表者 

 
佐伯 覚 

産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座 教授 

 
 

 

  



 
研究班構成 

 
研究代表者 

 佐伯 覚  （産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座 教授） 

 

研究分担者 

松嶋康之 （産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座 准教授） 

越智光宏 （産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座 講師） 

加藤徳明 （産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座 講師） 

伊藤英明 （産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座 講師） 

 

研究協力者 

 白石純一郎（清泉クリニック整形外科 医師） 

 徳永美月 （産業医科大学病院リハビリテーション科 専門修練医） 

 森山利幸 （小倉リハビリテーション病院 専門修練医） 

久原聡志 （産業医科大学若松病院リハビリテーション部 理学療法士） 

村上武史 （産業医科大学病院リハビリテーション部 理学療法士） 

石倉龍太 （産業医科大学若松病院リハビリテーション部 理学療法士） 

松垣竜太郎（産業医科大学医学部公衆衛生学講座 助教） 

矢野雄大 （産業医科大学病院リハビリテーション部 理学療法士） 

上野仁豪 （産業医科大学若松病院リハビリテーション部 理学療法士） 

樋口周人 （産業医科大学若松病院リハビリテーション部 理学療法士） 

寒竹啓太 （産業医科大学病院リハビリテーション部 理学療法士） 

立石聡史 （産業医科大学若松病院リハビリテーション部 理学療法士） 

大石千尋 （産業医科大学若松病院リハビリテーション部 作業療法士） 

花田菜摘 （産業医科大学若松病院リハビリテーション部 理学療法士） 

 

 

 



Ⅰ．総合研究報告 

 

厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業） 

総合研究報告書 

 

製造業における高年齢労働者の労働災害予防に関する研究 
 

研究代表者 佐伯 覚（産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座 教授） 

 

研究要旨：  
本研究では、製造業における高年齢労働者の身体的特有の労災のリスク要因を同定

し、労災防止対策を作成することを目的に、1．文献調査（平成 30～令和元年度）、

2．労災防止対策立案（平成 30～令和元年度）、3．外部評価（令和元年度～2 年度）

にて対策案の実行性と適用を検討し、4．対策の最終決定（令和 2 年度）、5．情報公

開（令和 2 年度）を行った。 

本研究の特色・独創性については、文献調査～対策立案までのプロセスを GRADE
システムによるガイドライン作成手順に準拠して作業を進める。すなわち、労災防止

対策案作成グループとシステマティックレビューチームに研究班を組織することで、

作成プロセスの普遍化・透明化を図っている。また、労災防止対策案の適用と実行可

能性について外部評価を得て作成することにより、実行性と妥当性を高めることにあ

る。 

 

3 年間の研究として、以下の研究を行った。 

１．製造業における高年齢労働者の労働災害予防に関する文献調査 

２．製造業における高年齢労働者の労働災害予防対策立案 

３．製造業における高年齢労働者の労働災害予防対策指針に対する外部評価 

４．製造業における高年齢労働者の労働災害予防対策立案（最終案） 

５．製造業における高年齢労働者の労働災害予防に関する情報公開 

 

文献調査では、キークエスチョン（KQ）4 項目について、重要課題の確認、エビデン

ス評価、益と害のバランス評価、労働者の価値観・希望、コスト評価、職場での適応性、

総合評価としてまとめた。本レビューより得られたエビデンスの評価・統合結果に基づ

き、労災防止対策立案の過程で最終的な推奨レベルを決定した。各 KQ において、エビ

デンスの高い無作為化試験がほとんどなく、コホート研究などの観察研究にとどまるこ

とが多く、概してエビデンスレベルは弱いものであった。しかし、益と害のバランス、

労働者の価値観・希望、コスト評価、職場での適応性などの点では極めて有用であり、

総合評価では、いずれも強い推奨となった。 
本推奨結果に関して、外部評価として現場の産業医・産業保健スタッフに web アン

ケートを実施した。新型コロナ感染症流行の影響を少なからず受け、回答率は 10％を

割り込む低いレベルにとどまった。本指針の推奨レベルは概ね 90％前後と高い結果で

あり、産業医や産業保健職などの経験から照らしても産業現場で受け入れやすいとの評

価であった。  
本外部評価結果をもとに本指針の完成版ならびに労災予防対策案を公表した：「製



造業における高年齢労働者の労働災害予防対策指針」、「高年齢製造業従事者の転倒災

害の予防対策（案）」。これらの指針や対策案には、転倒災害のハイリスク集団である

高年齢製造業従事者（55 歳以上）に対して、転倒に関するリスク要因である内的要因

（身体機能や体力などの個人要員）や外的要因（環境要因）に着目し、労働者各人に

ついてリスク要因の評価や体力測定などを行うこと、それらを踏まえて運動指導を含

む措置を講ずることを述べている。 
本対策案を高年齢労働者の労災防止マニュアルやガイドラインに盛り込むことによ

り、有効で実行性の高い対策を講じることが可能となると考えられる。ホームページ

や冊子体等を通じて広報を行うことで、高年齢労働者の転倒予防等の労災事故防止に

注目が集まり、その指針や対策案の実行につながることを期待している。 

 

研究分担者 

松嶋康之 （産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座 准教授） 
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伊藤英明 （産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座 講師） 

 

研究協力者 

 研究協力者 
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A. 研究の背景と目的 

 
わが国では労働人口の高齢化が急速に

進んでおり、高年齢労働者の労働災害

（労災）が若年労働者に比べて増加傾向

にある。労災の大部分は労働者の「不安

全行動」に起因するが、加齢に伴う心身

機能の低下も重要な要因であり、視力低

下・筋力低下・バランス能力低下などに

より、危険回避行動の遅れや転倒・転落

などを生じている。また、高年齢労働

者は、若年労働者に比べて被災し

た場合にその程度が重くなる傾向

があり、長期にわたる休業を余儀な

くされている。そのため、高年齢労働者

の労災を防止するための対策が喫緊の課

題である。 
研究代表者は、労災疾病臨床研究「中

高年齢労働者の体力増進のための予防的

リハビリテーションの産業保健への応用

に関する研究（平成 27～29 年度）」にお

いて、加齢による中高年齢労働者の身体

機能の低下に対して、産業現場で活用可

能な運動療法の技法やシステムに関する

文献調査と実態調査を行った。そして、

職場で実施できる身体能力向上の技法や

システムの提案を行い、本研究と関連す

る文献の一部を既に収集しデータベース

化している。また、日本リハ医学会理事

として、「脳卒中治療ガイドライン

（GL）」「がんのリハ診療 GL」「リハ医療

における安全管理・推進のための GL」の

策定・改訂作業に携わっており、GL 作成

の国際標準である GRADE（Grading of 

Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation）システム

に基づくエビデンスの構築を進めてい

る。 
本研究では、製造業における高年齢労

働者の身体的特有の労災のリスク要因を

同定し、労災防止対策を作成することを

目的に、1．文献調査、2．労災防止対策

立案、3．外部評価にて対策案の実行性と

適用を検討し、4．対策の最終決定、5．
情報公開を行う。 
本研究の特色・独創性については、文

献調査～対策立案までのプロセスを上述

の GRADE システムによる GL 作成手順

に準拠して作業を進める。すなわち、労

働災害防止対策案作成グループ（GL グル

ープ）とシステマティックレビューチー

ム（SR チーム）に研究班を組織すること

で、作成プロセスの普遍化・透明化を図

る。また、労災防止対策案の適用と実行

可能性について外部評価を得て作成する

ことにより、実行性と妥当性を高めるこ

とにある。 

 
B. 方法 

 
１．製造業における高年齢労働者の労働

災害予防に関する文献調査 

２．製造業における高年齢労働者の労働

災害予防対策立案 

３．製造業における高年齢労働者の労働

災害予防対策指針に対する外部評価 

４．製造業における高年齢労働者の労働

災害予防対策立案（最終案） 

５．製造業における高年齢労働者の

労働災害予防に関する情報公開 

 



 
C．結果 

 
1．製造業における高年齢労働者の労働災

害予防に関する文献調査 

 

製造業における高年齢労働者の身体的

特有の労働災害のリスク要因を同定し、労

働災害防止対策を作成することを目的に

文献調査を行った。具体的には「分担研究

2．労働災害防止対策立案（GL チーム）」

で作成したキークエスチョン（KQ）に基づ

いて、本分担研究 1 の SR チームでエビデ

ンスの収集を行い、得られたエビデンスの

評価・統合を行った。 

GL チームで作成したキークエスチョン

（KQ）に基づいて文献検索を行い、エビデ

ンスの収集を行った。文献情報については

一次スクリーニング及び二次スクリーニ

ングを実施し、エビデンスの収集を行い、

エビデンスの統合・評価を実施した。エビ

デンスの評価・統合に関しては、可能な限

り、ガイドライン作成の国際標準である

GRADE システムに従って実施した。 

本分担研究１を担当するSRとして、

KQ1～4の各項目において、重要課題の確

認、エビデンス評価、益と害のバランス

評価、労働者の価値観・希望、コスト評

価、職場での適応性、総合評価としてま

とめた。 

 

2．製造業における高年齢労働者の労働災

害予防対策立案 

 
1）わが国の労働災害の現状とその特徴 

わが国の労働災害（業務災害と通勤災

害）による死傷者数は、昭和 36 年をピー

クとして、長期的な減少傾向にある。平成

28 年（2016）の死亡者数は 928 人で、同

年の休業 4 日以上の死傷者数は 117,910
人となった。 

高年齢労働者（高年齢労働者＝55 歳以

上、中高年齢労働者＝45 歳以上と定義）

の労働災害は、労働災害全体の約半分

（H28 年、50 歳以上では 47.7％）を占

め、その割合は増加傾向になり、今後も

高年齢労働者の労働災害防止対策がより

一層重要である。 

労働災害は、危険性または有害性と人

（作業者）の両者の存在があって発生する

（どちらか一方だけでは労働災害には至ら

ない）。労働災害分類（事故の型）では、

「転倒災害」は、「墜落・転落災害」「は

さまれ・巻き込まれ災害」とともに発生件

数の多い労働災害の一つで、労働災害死傷

報告（休業 4 日以上）によれば、平成 27
年における転倒災害の被災者は 25,949 人

で労働災害全体の 22％を占め、年々増加

傾向にある。第三次産業においては転倒災

害の占める割合が最も高く（小売業、社会

福祉施設、飲食業では各々30％前後）、製

造業・建設業・陸運業における転倒災害の

占める割合は最多ではないが、業種でも転

倒災害は年々増加傾向にある。 
平成 25 年の労働災害死傷者（休業 4

日以上）報告では、製造業では死傷者数

27,813 人、内訳は「はさまれ・巻き込ま



れ災害」7,773 人（27.9％）、「転倒災

害」4,842 人（17.4％）、「墜落・転落

災害」2,895 人（10.4％）、「動作の反

動、無理な動作」2,229 人（8％）であ

り、危険性または有害性のみならず、人

（作業者）の身体的特有のリスク要因の

影響が考えられる。特に、「転倒災害」

などは高年齢労働者の身体機能低下（視

力、感覚、筋力など）の強い関与が疑わ

れる。 

2）労働災害における職場の転倒災害の要

因 

 
職場における転倒災害の主な要因は、

滑り、つまずき、踏み外しであり、厚労

省は第12次労働災害防止計画（平成25年
～30年）の中間年である平成27年に

「STOP！転倒災害プロジェクト」をス

タートさせた―業界団体などに対する職

場の総点検の要請、都道府県労働局・労

働基準監督署による指導、STOP!転倒災

害特設サイトの開設。具体的な職場の転

倒防止対策として、設備面の対策、転倒

対策に役立つ安全活動、作業管理面の対

策（保護具等の準備）などを進めてお

り、安全活動の一環として、「加齢によ

る平衡機能、筋力などの身体の機能低下

も転倒災害の原因の一つであるため、身

体機能の向上を図る体操を実施すること

も転倒予防対策として有効である」とし

ている。 

3）KQの設定 

 
 最終的に、下記のようにKQ1～4までの4
項目を設定した。 

 
●KQ1：リスク因子評価または体力測定な

どの評価・介入により、転倒に関連する労

働災害事故が減少するか？  

 
●KQ2：その労働者は転倒に関連する労働

災害事故に関して、「高リスク」か？  

 
●KQ3：労働者が転倒に関連する労働災害

事故の「高リスク」の場合、運動介入は有

効か？ 

 
●KQ4：労働者が転倒に関連する労働災害

事故の「高リスク」の場合、介入に伴う害

は利益を上回るか？  

 
 
4）ガイドラインスコープ（図） 

 
 図に示すガイドラインスコープ（KQ を

含む概念構成図）を作成した。 

 

 
 

図．ガイドラインスコープ 



5）各 KQ の推奨 

 
●KQ1：リスク因子評価または体力測定な

どの評価・介入により、転倒に関連する労

働災害事故が減少するか？  

 
【推奨】リスク因子評価または体力測定な

どの介入により、リスク因子評価や体力測

定、運動介入を行うことは、労働者の転倒・

躓き等の労災事故の予防に繋がることが

予測される。  

＊推奨の強さ＝強い推奨 

＊エビデンスの確実性＝弱 

＊グレード 1C 

 
 
●KQ2：その労働者は転倒に関連する労働

災害事故に関して、「高リスク」か？  

 
【推奨】年齢が増加すること、男性よりも

女性であることが転倒に関連する労災事

故に関して高リスクであるといえる。また、

床摩擦係数などの環境因子も考慮にいれ

るべきである。 

＊推奨の強さ＝強い推奨 

＊エビデンスの確実性＝高 

＊グレード 1B 

 
 
●KQ3：労働者が転倒に関連する労働災害

事故の「高リスク」の場合、運動介入は有

効か？ 

 
【推奨】労働者が転倒に関連する労災事故

の「高リスク」の場合、運動介入を行うこ

とを提案する。 

＊推奨の強さ＝弱い推奨 

＊エビデンスの確実性＝弱 

＊グレード 2C 

 
 
●KQ4：労働者が転倒に関連する労働災害

事故の「高リスク」の場合、介入に伴う害

は利益を上回るか？  

 

【推奨】労働者が転倒に関連する労災事故

の「高リスク」の場合、介入を行うことを

提案する。 
＊推奨の強さ＝強い推奨 

＊エビデンスの確実性＝弱 

＊グレード 1C 

 

3．製造業における高年齢労働者の労働災

害予防対策指針に対する外部評価 

 

●KQ1：リスク因子評価または体力測定な

どの評価・介入により、転倒に関連する労

働災害事故が減少するか？  

 
●KQ2：その労働者は転倒に関連する労働

災害事故に関して、「高リスク」か？  

 
●KQ3：労働者が転倒に関連する労働災害

事故の「高リスク」の場合、運動介入は有

効か？ 

 
●KQ4：労働者が転倒に関連する労働災

害事故の「高リスク」の場合、介入に伴

う害は利益を上回るか？  

 
アンケート送付事業所数は 705 社であ

り、そのうち 62 社より回答があった

（回答率 8.7％）。回答者の内訳は、産業

医が 93％、安全衛生担当者が 2％、その

他（保健師を含む）が 5％であった。質

の評価において、５～７の「質が高い」



と判断した回答は、KQ1=73％、

KQ2=72％、KQ3=65％、KQ4=60％と概

ね良好であった。また、条件付きを含め

た推奨においては、KQ1=91％、

KQ2=89％、KQ3=89％、KQ4=86％と、

高い肯定的回答であった。 
 

4．製造業における高年齢労働者の労働災

害予防対策立案  

 

提案した対策の内容は、転倒災害のハ

イリスク集団である高年齢製造業従事者

（55 歳以上）に対して、転倒に関するリ

スク要因である内的要因（身体機能や体

力などの個人要員）や外的要因（環境要

因）に着目し、労働者各人についてリス

ク要因の評価や体力測定などを行うこ

と、それらを踏まえて運動指導を含む措

置を講ずること、である。 

 

5．製造業における高年齢労働者の労

働災害予防に関する情報公開 

 
産業医科大学医学部リハビリテーショ

ン医学講座ホームページで「製造業にお

ける高年齢労働者の労働災害予防対策指

針」を公開するとともに、同指針の冊子

体を作成し、関係機関に配布した。 

 
D. 考察 
 

本研究では、製造業における高年齢労働

者の身体的特有の労災のリスク要因を同

定し、労災防止対策を作成し、高年齢労働

者が安全に継続して就労できる体制作り

を目指すことを目的に、3 年間の研究期間

において上記 5 項目を実施した。 

本研究では可能な限り、ガイドライン

GL 作成の国際標準である GRADE シス

テムに従って実施した。すなわち、労働

災害防止対策案作成グループ（GL グルー

プ）とシステマティックレビューチーム

（SR チーム）に研究班を組織すること

で、作成プロセスの普遍化・透明化を図

った。 
文献調査では、KQ1～4 の各項目につい

て、重要課題の確認、エビデンス評価、益

と害のバランス評価、労働者の価値観・希

望、コスト評価、職場での適応性、総合評

価としてまとめた。このような形で整理さ

れたレビューは今までになく、一定の成果

を上げたと考えている。レビューより得ら

れたエビデンスの評価・統合結果に基づき、

労災防止対策立案の過程で最終的な推奨

レベルを決定した。各 KQ において、エビ

デンスの高い無作為化試験がほとんどな

く、コホート研究などの観察研究にとどま

ることが多く、概してエビデンスレベルは

弱いものであった。しかし、益と害のバラ

ンス、労働者の価値観・希望、コスト評価、

職場での適応性などの点では極めて有用

であり、総合評価では、いずれも強い推奨

となった。 
本推奨結果に関して、外部評価として現

場の産業医・産業保健スタッフに web ア

ンケートを実施した。回答率は残念ながら

10％を割り込む低いレベルにとどまった。

新型コロナ感染症流行下にあってその影

響を少なからず受けたことが考えられた。

本推奨の質について、60～70％が高いとい

う回答に留まったが、この理由として、本

領域の文献を含めたエビデンスが少ない

ことが挙げられる。ガイドラインや指針の

エビデンスの根拠となる無作為化臨床試

験（RCT）がこの領域ではほとんど実施さ

れていないことが反映される結果となっ



た。しかしながら、推奨レベルはエビデン

スの強さをもとに、益と害を考慮し、その

実施の可能性などを含めて決定している。

本指針の推奨レベルは概ね 90％前後と高

い結果であり、産業医や産業保健職などの

経験から照らしても産業現場で受け入れ

やすいとの評価であった。  
本外部評価結果をもとに、文言の修正

を含めたブラッシュアップを経て本指針

の完成版ならびに労災予防対策案を公表

した：「製造業における高年齢労働者の労

働災害予防対策指針」、「高年齢製造業従

事者の転倒災害の予防対策（案）」。これ

らの指針や対策案には、転倒災害のハイ

リスク集団である高年齢製造業従事者

（55 歳以上）に対して、転倒に関するリ

スク要因である内的要因（身体機能や体

力などの個人要員）や外的要因（環境要

因）に着目し、労働者各人についてリス

ク要因の評価や体力測定などを行うこ

と、それらを踏まえて運動指導を含む措

置を講ずることを述べている 
本対策案を高年齢労働者の労災防止マ

ニュアルやガイドラインに盛り込むこと

により、有効で実行性の高い対策を講じ

ることが可能となると考えられる。 
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本分担研究では、製造業における高年齢労働者の身体的特有の労働災害のリスク要因

を同定し、労働災害防止対策を作成することを目的に文献調査を行った。具体的には「分

担研究 2．労働災害防止対策立案（GL チーム）」で作成したキークエスチョン（KQ）

に基づいて、本分担研究１の SR チームでエビデンスの収集を行い、得られたエビデン

スの評価・統合を行うことである。 

GL チームで作成したキークエスチョン（KQ）に基づいて文献検索を行い、エビデン

スの収集を行った。文献情報については一次スクリーニング及び二次スクリーニングを

実施し、エビデンスの収集を行い、エビデンスの統合・評価を実施した。エビデンスの

評価・統合に関しては、可能な限り、ガイドライン作成の国際標準である GRADE シス

テムに従って実施した。 

本分担研究１を担当する SR として、KQ1～4 の各項目において、重要課題の確認、

エビデンス評価、益と害のバランス評価、労働者の価値観・希望、コスト評価、職場

での適応性、総合評価としてまとめた。このような形で整理されたレビューは今まで

になく、本分担研究で一定の成果を上げたと考えている。 
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A. 研究の背景と目的 

 
わが国では労働人口の高齢化が急速に

進んでおり、高年齢労働者の労働災害

（労働災害）が若年労働者に比べて増加

傾向にある。労働災害の大部分は労働者

の「不安全行動」に起因するが、加齢に

伴う心身機能の低下も重要な要因であ

り、視力低下・筋力低下・バランス能力

低下などにより、危険回避行動の遅れや

転倒・転落などを生じている。また、高

年齢労働者は、若年労働者に比べ

て被災した場合にその程度が重く

なる傾向があり、長期にわたる休業

を余儀なくされている。そのため、高年

齢労働者の労働災害を防止するための対

策が喫緊の課題である。 
研究代表者は、労働災害疾病臨床研究

「中高年齢労働者の体力増進のための予

防的リハビリテーションの産業保健への

応用に関する研究（平成 27～29 年度）」

において、加齢による中高年齢労働者の

身体機能の低下に対して、産業現場で活

用可能な運動療法の技法やシステムに関

する文献調査と実態調査を行った。そし

て、職場で実施できる身体能力向上の技

法やシステムの提案を行い、本研究と関

連する文献の一部を既に収集しデータベ

ース化している。また、日本リハ医学会

理事として、「脳卒中治療ガイドライン

（GL）」「がんのリハ診療 GL」「リハ医療

における安全管理・推進のための GL」の

策定・改訂作業に携わっており、GL 作成

の国際標準である GRADE（Grading of 

Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation）システム

に基づくエビデンスの構築を進めてい

る。 

本研究全体では、製造業における高年

齢労働者の身体的特有の労働災害のリス

ク要因を同定し、労働災害防止対策を作

成することを目的に、１．文献調査、

２．労働災害防止対策立案、３．外部評

価にて対策案の実行性と適用を検討し、

４．対策の最終決定、５．情報公開を行

う。文献調査～対策立案までのプロセス

を上述の GRADE システムによる GL 作

成手順に準拠して作業を進める。すなわ

ち、労働災害防止対策案作成グループ

（GL グループ）とシステマティックレビ

ューチーム（SR チーム）に研究班を組織

することで、作成プロセスの普遍化・透

明化を図る。 
本分担研究では、製造業における高年齢

労働者の身体的特有の労働災害のリスク

要因を同定し、労働災害防止対策を作成す

ることを目的に文献調査を行う。具体的に

は「分担研究 2．労働災害防止対策立案」

で作成したキークエスチョン（KQ）に基づ

いて、エビデンスの収集を行い、得られた

エビデンスの評価・統合を行うことである。 

 
B. 方法 

 
「分担研究 2．労働災害防止対策立案」

で作成したキークエスチョン（KQ）に基づ

いて文献調査を行う。文献情報については

一次スクリーニング及び二次スクリーニ

ングを実施し、エビデンスの収集を行う。

その後、エビデンスの統合・評価を行う。

下図に KQ をもとにした分析的枠組み

（analytical framework）を示す。 

 



 
 
 

C．結果 

 
1）KQ1：リスク因子評価または体力測定

により、転倒に関連する労働災害事故が減

少するか？ 

 
■重要課題の確認 

我が国の労災災害は減少傾向にあるが、

高年齢労働者の労働災害は全体の約半分

と多い。また近年、人口の少子高齢化に伴

い就業年齢も延長しており、中高年齢の労

働者に対する転倒等に関連する労災事故

を予防するための取り組みは大変重要で

ある。リスク因子評価または体力測定など

の介入と、転倒・躓き等の労災事故との関

係を明確にし、より効果的な対応方法を把

握することは大変重要である。 

 

■エビデンス評価 

①リスク因子評価 

・検索： 

系統的文献検索、ハンドサーチを実施し、

該当文献は 3 件であった。 

・評価： 

Tsukimi ら 1)の、電化製品メーカーの従

業員の職場での転倒評価の有効性につい

て検討した後ろ向きコホート研究では、全

体で 1 年間に 62 例が転倒し、勤務時間外

の転倒例もあった。1 年間の転倒発生率は、

調査開始時における過去の転倒歴と唯一

関連した。1 年間に発生した転倒は、1km の

連続歩行ができない、時々つまずく、自宅

の階段の段差、製造部署での勤務とも関連

していた。筋力、平衡機能、敏捷性などの

身体機能の測定値は、転倒例と非転倒例で

差はなかった。この研究は、過去 1 年間の

転倒歴が翌年の転倒の良い予測因子であ

ることを示した。転倒関連の労働災害の危

険因子を調査することは、職場での転倒防

止プログラムに役立つ可能性がある。【エ

ビデンスレベル Level Ⅲ】 

Caban-Martinez ら 2)の、米国の中高年

齢労働者の余暇の身体活動が転倒・躓きに

どのような影響を与えるかを調査した前

向きコホート研究では、余暇の身体活動の

中等度（相対危険度=0.65）および高強度

(相対危険度=0.64)の労働者の主要スリッ

プ率は、余暇の身体活動が低強度の労働者

より約 3 分の 1 低かった。統計的に有意で

はないが、中等度から高強度の余暇の身体

活動と中高年齢労働者の主要なスリップ

率の関連性を示唆している。中高年齢労働

者におけるスリップ、躓きおよび転倒の危

険性に対する身体活動の影響を調査する

研究は今後も必要である。【エビデンスレ

ベル Level Ⅱa】 

Nakamura ら 3)の、50 歳以上の従業員

を対象とした中央労働災害防止協会

（JISHA）が開発した職業性の転倒・躓き・

転落（STF）のリスクアセスメント検査の

有効性を検討した後ろ向きコホート研究

では、540 名の対象者中 468 名に 1 年後の

解析が実施され、多変量解析の結果、1 年

間の仕事中の転倒リスクを予測する検査

として STF は十分有効であることが確認

された。さらに質問項目を 6 項目に絞り込

んでも予測能は大きく変わりはなく、また

体力測定を加えても変化を認めなかった。

非侵襲的である質問紙によるリスクアセ



スメントの有効性が確認された。【エビデ

ンスレベル Level Ⅲ】 

以上、労働者における転倒・躓き等に関

連するリスク因子評価の検索は 3 件認め、

その結果、過去１年間の転倒歴や余暇の身

体活動レベル、質問紙によるリスクアセス

メント評価が有用であることが分かった。

またそれらの評価は非侵襲的であり、職場

においても全て導入が容易であるもので

あった。 

・統合： 

労働者における転倒・躓き等に関連する

リスク因子評価の検索は 3 件認めたが、そ

の全てがシステマティックレビューや無

作為化比較対照試験ではなく、コホート研

究であったため、エビデンスレベルとして

は弱い。しかし、結果に関しては質問紙等

による評価でも転倒や躓き等に関連する

労災事故の把握には十分であることなど

からリスク評価の有効性は確認すること

ができた。 

②運動介入 

・検索： 

系統的文献検索、ハンドサーチを実施し、

該当文献は 1 件であった。 

・評価： 

Renfro ら 4)の報告では、知的障害または

発達障害の労働者に対する週1回のグルー

プ 訓 練 と 在 宅 訓 練 （ otago exercise 
Program OEP：理学療法士によって実施

される在宅での 1 対 1 のプログラム）を 7
週間実施し有効性の検討をしたが、介入中

の転倒はなかった。30 秒間での立ち上がり

回数、バランステスト、2 分間歩行試験で

改善を認めた。この研究は、予備研究であ

り、OEP が有効であるかさらなる研究の

必要性がある。【エビデンスレベル Level 
Ⅱb】 

発達障害の労働者を対象とした個別の

運動指導は有害事象の発生もなく、身体機

能の改善を認めるため有益であることが

予測されるが、研究方法がコホート研究で

あり、今後さらなる検討が必要である。 

・統合： 

労働者に対する運動介入の報告は1件認

めたが、システマティックレビューや無作

為化比較対照試験ではなく、コホート研究

で発達障害の労働者を対象としており、エ

ビデンスレベルとしては弱い。しかし、個

別の運動指導は有害事象の発生もなく、身

体機能の改善を認めるため有益であるこ

とが予測される。 

 

■益と害のバランス評価 

益（望ましい効果）として、近年人口の

高齢化に伴い中高年齢の労働者はさらに

増加することが予測され、中高年齢の労働

者を対象にリスク因子評価や体力測定、運

動介入を行うことは躓き・転倒といった労

災事故の減少につながるという益がある。

一方、害（望ましくない効果）としては労

働 者 を 対 象 と し た 報 告 は な く 、

Sherrington ら 5)が報告した地域在住高齢

者に対する転倒予防介入のコクランレビ

ューでは、筋痛、転倒などの可逆的変化の

有害事象を少数認める程度であるとして

おり、害よりも益が上回ることが予想され

る。 

 

■労働者の価値観・希望 

リスク因子評価や体力測定、運動介入を

行うことは害が少なく益があるため、多く

の中高年齢の労働者が運用を希望すると

考えられ、今後さらに客観的な有効性を検

証することが必要である。 

 



■コスト評価、職場での適応性 

①コスト評価 

勤務時間内あるいは時間外にリスク因

子評価や体力測定、運動介入を行うための

時間を必要とする。しかし、介入の内容を

工夫すれば経費はそれほどかからず費用

対効果が高いことが予想される。 

②職場での適応性 

職場での適応性としては産業医等の医

療従事者が所属している職場においては

リスク因子評価や体力測定、運動介入を行

うことは容易で適応性は高いと考えられ

るが、産業医等の医療従事者が所属してい

ない施設においては、運動介入といった面

では、適切かつ安全な導入が可能かさらな

る検討が必要となる。 

 

■総合評価 

リスク因子評価または体力測定などの

介入により、転倒に関連する労災事故の検

討をした報告が少ないため、効果に関して

は一定の見解を示すことは難しいが、コホ

ート研究によるリスク因子評価を実施し

た報告では、転倒・躓きを予測できる項目

も抽出されていることや運動介入を行う

ことで転倒身体機能の改善も報告されて

いることより、リスク因子評価または体力

測定などの介入により労働者の転倒・躓き

等の労災事故の予防に繋がることが予測

される。 
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2）KQ2：その労働者は転倒に関連する労

働災害事故に関して、「低リスク」か、そ

れとも「高リスク」か？  

 

■重要臨床課題の確認 

 本邦の平成 30 年の労働災害による死亡

者数（以下、死亡者数）は 909 人（前年比

7.1%減）で、労働災害防止計画のもと死亡

者数としては過去最少になっている。最も

多い原因は墜落・転落（256 人、0.8%減）

であり、転倒(28 人、27.2%増)は少ないが

増加している。休業4日以上の死傷者数（以

下、死傷者数）は 127,329 人（5.7%増、年

千人率 2.27）、最も多い原因は転倒

（31,833 人、12.4%増）である。転倒によ



る死亡者数・死傷者数はともに増加傾向で、

死傷者数の 25%程度を占める。労働力の高

年齢化や就業構造の変化等に対応した転

倒のリスク評価は重要である。そこで今回、

中高年齢労働者の転倒に関連する労災事

故のリスクについて内的要因（個人因子）

と外的要因（環境因子）にわけて検討した。 

また、墜落・転落に関しては、労働災害

防止計画の中で安全対策の徹底を周知し

ているものの、はさまれ・巻き込まれとと

もに依然として多く発生している。重要度

は非常に高いと考えられるが転倒とは区

別されるため参考として追記した。 

 

■エビデンス評価 

各アウトカムの結果 

Ⅰ.個人因子 

①年齢と性別 

・検索： 

ハンドサーチによる観察研究 2 件、参

考資料として厚生労働省の報告 1 件を

採用した。 

・評価： 

 Han ら 1)は、転倒した米国労働者の特徴

を調査した研究において、転倒により 532
万件の労働関連の致命的外傷が発生し、中

でも転倒リスクは女性労働者が最も高く、

年齢が上がるとともに発生率が増加した

と報告している。また、本邦の厚生労働省

による平成 30 年労働災害発生状況の分析

等 2)でも、転倒災害による死傷者のうち

25.7%が 60 歳以上の女性であると報告し

ている。さらに Scott ら 3)は、アメリカ労

働統計局のデータを使用し、年齢層、性別、

および4部門の産業毎に同じレベルの転倒

発生率を調査した結果、製造業では加齢に

伴い転倒の発生率は増加するとしている。 

 

 

 

図 1 転倒災害被災者の性別・年齢別比較（出典：労働

者死傷病報告） 

 

 

 
図２ 墜落・転落災害被災者の性別・年齢別比較（出

典：労働者死傷病報告） 

 

・統合： 

米国及び本邦の大規模な報告からもわ

かる通り、加齢に伴う転倒増加は、紛れも

ない事実である。（エビデンスの強さは A）、

また性別は女性のほうが高リスク（エビデ

ンスの強さは A）と判定した。 

墜落・転落に関しては、加齢に伴う増加

は転倒と同様であるが、性別は男性のほう

が高リスクであった。 

②肥満 

・検索： 

ハンドサーチによる観察研究1件を採用
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した。 

・評価： 

 Gabriel ら 4)アイダホ国立研究所に勤務

する 8,581 人を対象としたスリップ、トリ

ップ、転倒による負傷と肥満の関係を調査

した研究で、スリップによる負傷を報告し

た 189 名のうち、肥満者は 97 名(肥満者

全体の 3.3%)、非肥満者は 92 名(非肥満者

全体の 1.6%)であり、統計学的に有意に肥

満者集団が負傷の割合が多い(p=0.001)と
報告している。 

・統合： 

 肥満者集団が非肥満者集団よりも転倒

頻度が高いことがわかったが、肥満が直接

的に転倒に影響を与える因子かは本論文

の結果からは不明であり、また、単独の観

察研究であるためエビデンスの強さは D
と判定した。 

③喫煙または不活動 

・検索： 

系統的文献検索を行い、後方視的研究 1
件を採用した。 

・評価： 

 Gauchard ら 5)は、フランスの大手鉄道

会社の従業員の中から、病気休暇を伴う労

働災害の経験者 427 名の男性従業員を対

象とした転倒に関与する個人因子を調査

した研究で、喫煙、飲酒、不活動、睡眠障

害、転職希望などの個人的要因が労働災害

の発生と相関したと報告している。中でも

スリップの発生は、喫煙者であること、定

期的なスポーツ活動を行っていないこと

が、リスク因子としてあげられ(オッズ比

はそれぞれ 2.06、1.96)、個人的な要因は、

転倒などの労働災害リスクを高める可能

性があると報告している。 

・統合： 

喫煙は身体機能、特にバランス能力へ悪

影響を与え、スリップや躓きなどの原因と

なりうるが、1 論文のみの結果であり、エ

ビデンスの強さは D と判定した。 

Ⅱ.環境因子 

①業種 

・検索： 

参考資料として厚生労働省の報告1件を

採用した。 

・評価： 

転倒に関しては死亡者数でみると製造

業、建設業、清掃・と畜が多く、死傷者数

でみると商業、製造業、保健衛生業の順に

多い（表 1）。 

墜落・転落に関しては死亡者数でみると

建設業、製造業、清掃・と畜が多く、死傷

災害でみると建設業、運輸交通業、製造業

の順に多い（表 2）。 

平成 30 年の業種別死傷年千人率（休業

4 日以上）に関しては、林業 22.4、鉱業

10.7、漁業 7.4、運輸業 6.8、農業 5.2、
建設業 4.5、通信郵便業 3.8、製造業 2.8、
接客娯楽業 2.5 が全産業平均 2.3 を上回

っている。年千人率とは、在籍労働者千人

あたり、年間でどのくらい死傷者が発生し

ているかという割合を示すもので、1 年間

の死傷者数/1 年間の平均労働者数×

1,000 で算出される（労働者死傷病報告及

び総務省労働力調査）。 

 

表１ 平成 30 年の業種別にみた転倒による死亡災害・

死傷災害 （人）２） 

  死亡者数 死傷者数 

全産業 28 31,833 

製造業 6 5,637 

建設業 6 1,616 

清掃・と畜 5 2,244 

商業（小売業など） 2 6,523 

農業、畜産、水産業 2 500 

林業 2 160 

保健衛生業（社会福祉施設など） 1 4,756 

接客・娯楽（飲食店など） 1 3,027 

陸上貨物運動事業 1 2,651 



警備業 1 670 

港湾運送業 1 43 

通信 0 690 

金融・広告 0 531 

その他 0 1,890 

出典：死亡災害報告、労働者死傷病報告 

 

表２ 平成 30 年の業種別にみた墜落・転落による死亡

災害・死傷災害（人） 

 死亡者数 死傷者数 

全産業 256 21,221 

製造業 29 3,031 

鉱業 1 67 

建設業 136 5,154 

運輸交通業 14 4,524 

貨物取扱 3 288 

農林業 11 618 

畜産･水産業 3 332 

商業 9 2,569 

金融広告業 0 175 

映画・演劇業 0 25 

通信業 0 163 

教育研究 2 176 

保健衛生業 4 910 

接客娯楽 10 912 

清掃・と畜 19 1,229 

官公署 1 18 

その他の事業 14 1,030 

出典：死亡災害報告、労働者死傷病報告 

 

・統合： 

 この報告では本邦の転倒に関連する労

災事故の数を全て示しており、非常に重要

であり、製造業、建設業、清掃・と畜、商

業、保健衛生業など数が比較的多かった業

種は注目に値するが、個別の職種によるリ

スクを比較したものではない。転倒に限ら

ない全死傷者数の年千人率では林業・鉱業、

漁業、運輸業、農業と異なる業種がリスク

の高い業種として挙げられているが、転倒

に関連した労災事故の職種によるリスク

評価としては不十分である。よってエビデ

ンスの強さは C とした。 

②床摩擦係数 

・検索： 

統計的文献検索を行い、アンケート調査

1 件、後方視的研究 1 件を採用した。 

・評価： 

 Courtney ら 6)は、10 カ所のレストラン

に勤務する労働者に過去4週間の就業中の

転倒に関するアンケート調査を行ってお

り、125 人のうち 42 人が過去 4 週間で 1
回以上の転倒を経験していたと報告して

いる。転倒の発生に統計学的に関与した要

因は、レストランの床摩擦係数であり、こ

れが高いほど転倒のリスク低下と有意に

関連し、年齢が若い、靴底の著しい汚染の

存在も転倒のオッズ比増加と関連してい

た。また、医療従事者を対象に転倒リスク

を調査した Drebit ら 7)の報告では、3 年間

で 411 件の転倒が発生し、看護師と比較し

て施設支援労働者(リスク比 6.29)及び地

域保健医療従事者(リスク比 6.58)の転倒

リスクが高く、転倒は主に屋外、患者の部

屋、キッチンで生じていたと報告している。

凍結や液体汚染などの滑りやすい地面は

主な転倒要因であり、特に寒い時期（1 月

〜3 月）に転倒は増加したと報告している。 

 本邦での転倒災害を月別にみると、1～3
月及び 12 月の降雪期に多く発生しており、

北海道、東北、北陸及び山陰地方の道県の

県庁所在地の降雪量と転倒による死傷者

数は強い相関関係があるという報告もあ

る２）。 

・統合： 

 上述の 3 件の論文の対象者は異なるが、

いずれも床摩擦係数や床の汚染状況が転

倒の要因であると報告している。しかし、

前向き比較研究ではなく、エビデンスの強

さは B とした。 

③はしご作業 

・検索： 

系統的文献検索を行い、後方視的研究 3
件 と The Center to Protect Worker’s 
Rights(CPWR)の報告 1 件を採用した。 

・評価： 



 スペイン労働者のはしご使用時の労働

災害を調査した Miguel ら 8)や Agnew ら

9)の報告では、はしごに関連する事故の深

刻さは、労働者の年齢とともに増加し、中

小企業は大企業と比較して致命的かつ重

大な事故の割合が最も高いため、はしご関

連事故防止のために強制的なリスク評価

を実施することが推奨されている。また、

Smith10)らは、9,826 件のはしご事故から

転倒原因を調査し、滑りとバランスの喪失

（25.3％）、はしごの不安定性（22.9％）、

およびはしごの昇降（6.9％）が原因であ

ったとしており、CPWR の調査 11)では、

はしごからの転落は、上る時よりも降りる

時の発生が 2 倍であったと報告している。 

 本邦では高所作業での事故は墜落・転落

と定義されており、平成 30 年の死亡災害

は全産業 256 人のうち 29 人、死傷災害は

全産業 21,221 人のうち 3,031 人と報告さ

れている。転倒とは直接関連はないが注目

すべき結果と考える(労働者死傷病報告)。 

・統合： 

 年齢別の事故件数や企業規模による事

故発生件数において、統計学的に有意差を

認めていないが、加齢に伴うバランス能力

の低下などで、はしご事故の深刻さが増す

ことは先行研究からも予測可能である。そ

のため、エビデンスの強さは B と判定し

た。 

 

■益と害のバランス評価 

 益(望ましい効果)として、外的要因また

は内的要因を評価することで、転倒リスク

を有する中高年齢労働者の検出が可能で

ある。一方、明らかな害(望ましくない効

果)はないと考えられる。 

 

■患者の価値観・希望 

害が少なく、多くの事業主・労働者が転

倒予防のためにリスク評価を行うことを

希望すると考えられる。 

 

■コスト評価、職場での適応性 

 特別な機器などは不要であるが、検診結

果や転倒に関する細かい情報収集が必要

である。 

上記問題を解決できれば、適応性は高く、

質の高いエビデンスも得ることができる

と考えられる。 

■総合評価 

 中高年齢労働者の転倒に関する労災事

故のリスクは高リスクである。今回系統的

文献検索を行った結果、年齢が増加するこ

と、男性よりも女性であることが、転倒に

関連する労災事故に関して高リスクであ

るといえる。これは米国・本邦の報告から

も明らかであり、グレードは【1B】で推奨

の強さは【強い】とした。 

 転倒による労災事故は依然として多く、

転倒リスクの高い労働者の割り出しは重

要課題であると考えられる。また、死亡事

故が多く外的要因に対する対策を早期か

ら進めている墜落・転落による労災事故も

年齢の増加によりリスクが高くなること

を考慮すると、内的要因についても考慮が

必要であると考えられる。 
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3）KQ3：労働者が転倒に関連する労災事

故の「高リスク」の場合、運動介入は有

効か？ 

 

■重要課題の確認 

労働者の労災事故に関しては、転倒に限

定した「高リスク」については言及されて

いない。労働災害全般については、David 
A. Lombardi ら 1)の 101,891 人を対象に

した横断研究がある。労働災害の有無・年

齢・性別・BMI・人種・教育歴・仕事内容・

労働時間・睡眠時間を質問紙票にて評価し

た。723 名（0.73%）が労働災害を受け、転

倒は 21.2%であり、睡眠時間が 7 時間未満

の群と BMI が≧30 の群で労働災害が多く、

有意差を認めた。 

 以上より、労災事故の「高リスク」を「短

時間の睡眠」、「肥満」、また一般的に高齢ほ

ど転倒は多いため「高齢者」、KQ2 より「性

別」を加え、介入（運動介入含む）に関し

て検索した。 

 

■エビデンス評価 

① 短時間の睡眠への介入 



・検索： 

系統的文献検索を行い、該当する文献は

なかった。 

② 肥満への介入 

・検索： 

系統的文献検索を行い、該当する文献は

なかったため、ハンドサーチによる観察研

究 1 件を採用した。 

・評価： 

Gabriel ら 2)は 8,581 人を対象とした研

究で、スリップ（転倒）による負傷を報告

した 189 名のうち、肥満者が 97 名（肥満

者全体の 3.3%）、非肥満者は 92 名（非肥

満者全体の 1.6%）であり、肥満者集団が負

傷の割合が多いと報告されている。 

・統合： 

肥満者集団が非肥満者集団よりも転倒

頻度が高いことがわかったが、運動介入の

効果は不明であり、単独の観察研究である

ためエビデンスの強さは D とした。 

③ 高齢者への介入 

・検索： 

系統的文献検索を行い、該当する文献は

なかったため、システマティックレビュー

を参考にした。 

・評価： 

高齢者（＞65 歳）の転倒予防についての

システマティックレビューでは、運動介入

によって転倒回数が約 1/4 に減少するこ

とを報告している 3)。また、転倒への影響

は転倒リスクが高いか否かに関わらず同

様であった。介入内容としてはバランス訓

練と機能訓練を含む運動としている。 

・統合： 

労働者ではないが、転倒リスクに関わら

ず運動介入により転倒は減少する報告が

あり、転倒による労働災害予防にはバラン

ス訓練と機能訓練を含む運動は有効であ

る可能性がある。労働災害に関する文献で

はなく、エビデンスの強さは C とした。 

④ 性別に対する介入 

・検索： 

系統的文献検索を行い、該当する文献は

なかった。 

 
■害と益のバランス評価 

 有害事象は、転倒予防のシステマティッ

クレビューにおいて筋痛、転倒などの有害

事象を少数認めると報告されている（具体

的には KQ4 で触れる）が、安全に配慮す

れば運動介入による益が害を上回ると考

える。 

 

■コスト評価、現場適応性 

①コスト評価 

 転倒予防に対する運動介入は内容を工

夫すれば、低コストで実施可能である。 

②現場での適応性 

 運動介入方法は多数あり、どの事業所で

も実施可能であり、適応性は高い。しかし、

転倒リスクが高くても、勤務帯や多忙で時

間の確保が難しい場合もあるため、事業所

で行われる職場体操などに追加するなど

の工夫が必要である。 

 

■総合評価 

 重要なアウトカムに対するエビデンス

の確実性は低く、運動介入の有意性は高い

とはいえないため、提案する（弱い推奨）

とした。BMI の低下には運動が寄与できる

ことは明らかであることから、高度肥満の

労働者には運動が勧められる。 

労働者が転倒に関連する労災事故の「高

リスク」の場合（高リスクに関わらず）、介

入を行うことを提案する。 

 



■参考文献 

1) David A. Lombardi, Anna Wirtz, 
Joanna L. Willetts, et al. Independent 

Effects of Sleep Duration and Body Mass 
Index on the Risk of a Work-Related 
Injury: Evidence From the US National 
Health Interview Survey (2004–2010). 
Chronobiol Int. 2012．29(5)．556-564. 
2) Koepp GA, Snedden BJ, Levine JA：

Workplace slip, trip and fall injuries and 
obesity. Ergonomics. 2015．58(5)．674-
679. 
3) Catherine Sherrington, Nicola J 
Fairhall, Geraldine K Wallbank, et al：

Exercise for preventing falls in older 
people living in the community(Review). 
Br J Sports Med. 2019．pii: bjsports-
2019-101512. 
 

 
4）KQ4：労働者が転倒に関連する労働災

害事故の「高リスク」の場合、体力測定

に伴う害は利益を上回るか？  

 
■重要課題の確認 

 労働者が転倒に関連する労災事故の「高

リスク」である場合、そのリスクを低減す

るための介入が必要となる。労働者の転倒

には様々な環境因子・個人因子が関連して

いるが、個人因子に対する介入方法の一つ

に運動介入がある。運動介入の害と益のバ

ランスを明らかにすることが必要である。 

 

■エビデンス 

①転倒回数の減少 

・検索： 

系統的文献検索、ハンドサーチを実施し

たが該当する論文は無かった。 

・評価： 

 労働者の転倒に影響する因子は種々あ

るが、その一つに加齢がある。実際、本邦

における転倒に関連する労働災害の多く

も高年齢労働者で発生しており、高齢者に

おける転倒予防に関する知見は産業保健

現場にも応用することが可能かもしれな

い。 

 高齢者を対象とした転倒予防に関する

研究は多く報告されており、Sherrington
ら 1)はメタアナリシスにて地域在住高齢者

（平均年齢 76 歳）の転倒予防における運

動介入の効果を検証しており、その中で、

運動介入を行った群は、行わなかった群と

比較して転倒数が 23%減少したと報告して

いる。中でも、複合的な運動（多くはバラ

ンス訓練や機能的訓練と筋力増強訓練の

併用）では転倒数が 34%減少すると報告し

ている。高齢者の転倒予防において運動介

入により身体機能の改善を図ることの意

義は大きく、この知見は労働者、特に高年

齢労働者にも応用することが可能である

と考える。 

 実際、労働者に対しても運動指導を行う

ことで身体機能が改善されることは示さ

れている。Conn らは、メタアナリシスに

て職場での運動指導が身体機能の改善に

中等度の効果量を有することを示してい

る 2)。また、Matsugaki らは本邦の製造業

に従事する労働者 60 名（48.02±7.21 歳）

に対して、20 分/回、1 回/週の職場での個

別運動指導を 6 ヶ月間、または、90 分/回

の集団運動指導を 1 回実施したところ、指

導前と比較して指導後に身体機能の指標

である 30-second chair stand test が有

意に増加したと報告している 3)。身体機能

が改善すれば、転倒リスクの軽減に繋がる

可能性がある。 



・統合： 

 上述の転倒予防に関するメタアナリシ

スは地域在住高齢者を対象としたもので

あるが、その知見は労働者、特に高年齢労

働者には適応可能であると考える。しかし、

労働者に対する論文ではないため、エビデ

ンスの強さは C とした。 

②外傷頻度の減少 

・検索： 

系統的文献検索、ハンドサーチを実施し

たが該当する論文は無かった。 

・評価： 

 Patil ら 4)は転倒歴のある 70～80 歳の地

域在住高齢女性に対して、週 2 回の集団運

動を 12 ヶ月実施し、その後、週 1 回の在

宅運動を 12 ヶ月実施したところ、コント

ロール群と比較して転倒に起因する医学

的外傷の発生頻度が 50%以上低くなったと

報告している。また、Karinkanta ら 5)は

70～78 歳の地域在住高齢女性に対して、

週3回の筋力強化訓練とバランス訓練の併

用訓練を 12 ヶ月実施したところ、介入後

5 年間のフォローアップ期間中において、

コントロール群と比較して外傷を伴う転

倒の発生数が 51%、骨折発生件数が 74%低
下したと報告している。 

・統合： 

 上述の論文は地域在住高齢者を対象と

したものであるが、その知見は労働者、特

に高年齢労働者には適応可能であると考

える。しかし、労働者に対する論文ではな

いため、エビデンスの強さは C とした。 

③有害事象の増加 

・検索： 

系統的文献検索、ハンドサーチを実施し

たが該当する論文は無かった。 

・評価： 

 Liu-Ambrose ら 6)は 75-85 歳の地域在

住女性高齢者を対象に週2回の筋力増強訓

練（32 名）または敏捷性トレーニング（34
名）、ストレッチ（32 名）を実施したとこ

ろ、筋力増強訓練では 10 件の筋痛が生じ、

敏捷性トレーニングでは 3件の筋痛と 4件

の息切れと 2 件の躓きと 6 件の転倒が生

じ、ストレッチでは 2 件の筋痛が生じたと

報告している。しかし、いずれの事象も医

師の介入は必要としなかった。 

 Clemson ら 7)は 70 歳以上の地域在住高

齢者（過去 12 ヶ月以内に 2 回以上の転倒

または1回以上の転倒による負傷を経験し

た者）を対象にバランス訓練と筋力増強訓

練に加え選択したアクティビティーを日

常のルーチンに組み込んだ介入（107名）、

バランス訓練と筋力増強訓練（105 名）、穏

やかな運動のプラセボ（105 名）の 3 群で

転倒発生件数を減少させるか検討してい

る。その中で、筋力増強訓練に加え選択し

たアクティビティーを日常のルーチンに

組み込んだ介入では1件の骨盤のストレス

性骨折を生じ、バランス訓練と筋力増強訓

練では1件のヘルニアに対する手術が生じ

たと報告している。 

 Sherrington ら 1)はメタアナリシスにて

地域在住高齢者の転倒予防における運動

介入の効果を検証しており、その中で、27
文献（6019 名）の無作為化比較対照試験で

有害事象に関する報告があり、1 件のヘル

ニアの手術、1 件の骨盤骨折、1 件の関節

痛を除いては、重篤な有害事象を認めなか

ったと報告している（重篤な有害事象の発

生率は 0.05%[3/6,019 人]）。 

・統合： 

 上述の論文は地域在住高齢者を対象と

したものであるが、その知見は労働者、特

に高年齢労働者には適応可能であると考

える。しかし、労働者に対する論文ではな



いため、エビデンスの強さは C とした。 

 

■害と益のバランス評価 

 有害事象は骨折発生、ヘルニアの手術、

変形性関節症の増悪などに関する報告が

ある。しかし、それらを生じるリスクは

0.00049842 %（5 / 10,000 人）であり、

リスクは極めて低く、益が害を上回ると考

える。 

 

■コスト評価、現場での適応性 

①コスト評価 

 運動介入は特別な機器を導入すること

もなく行うことが可能でありコストは低

い。 

②現場での適応性 

 運動介入は特別な機器を導入すること

なく行うことができる。そのため現場での

適応性も高いが、より効率的な介入を行う

ためには運動指導の専門家を現場に配置

するなどの配慮も必要かもしれない。 

 

■総合評価 

 労働者の転倒を対象とした運動介入の

研究がなくエビデンスは C ではあるが、地

域在住高齢者を対象とした研究から得ら

れた知見を考慮するとその有効性は高い

と考えられ、また、益が害を上回る可能性

が高い。 
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D. 考察 

 
「分担研究 2．労働災害防止対策立案」

で作成したキークエスチョン（KQ）に基づ

いて文献検索を行い、エビデンスの収集を

行った。文献情報については一次スクリー

ニング及び二次スクリーニングを実施し、

エビデンスの収集を行い、エビデンスの統

合・評価を実施した。 

エビデンスの評価・統合に関しては、可

能な限り、ガイドライン GL 作成の国際標

準である GRADE システムに従って実施

した。 

本分担研究を担当する SR チームとし

て、KQ1～4 の各項目において、重要課題

の確認、エビデンス評価、益と害のバラン

ス評価、労働者の価値観・希望、コスト評

価、職場での適応性、総合評価としてまと

めた。このような形で整理されたレビュー

は今までになく、本分担研究で一定の成果

を上げたと考えている。 

 
E. 研究発表 
 

学会発表 

・松垣 竜太郎, 松嶋 康之, 佐伯 覚：産
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論文発表 

・明日 徹, 松垣 竜太郎, 久原 聡志, 松

嶋 康之, 佐伯 覚：産業保健領域で応用

できるリハビリテーション技法につい

て 過去 5 年間(2011 年〜2015 年)の文

献調査研究．日本職業・災害医学会会誌．



2018．66(4)．264-269． 

・久原聡志, 松垣竜太郎, 石倉龍太, 明日

徹, 伊藤英明, 松嶋康之, 佐伯 覚：中

高年労働者の体力増進のための予防的

リハビリテーションの産業保健への応

用. 日本職業・災害医学会会誌．2018．
66(5)． 346-352．  
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研究要旨：  

本分担研究では、製造業における高年齢労働者の身体的特有の労働災害のリスク要因

を同定し、労働災害防止対策を作成することを目的に労働災害防止対策立案を実施し

た。具体的には「分担研究 1．文献調査（SR チーム）」に先立ち、GL グループで対策

案に取り上げるトピックやクエスチョンなどを決定してスコープ、重要課題を設定す

る。その後、「分担研究 1．文献調査」で得られたエビデンスの評価・統合に基づき労災

防止対策を立案することである。 

GRADE システムの手順に則り、分析枠組みならびに KQ1～4 を設定するとともに、

GL スコープを作成し、文献調査の基本資料として SR チームへ提供した。また、SR チ

ームより得られたエビデンスの評価・統合結果に基づき、最終的な推奨レベルを決定し

た。各 KQ において、エビデンスの高い無作為化試験がほとんどなく、コホート研究な

どの観察研究にとどまることが多く、概してエビデンスレベルは弱いものであった。し

かし、益と害のバランス、労働者の価値観・希望、コスト評価、職場での適応性などの

点では極めて有用であり、総合評価ではいずれも強い推奨となった。 

本推奨結果に関して、「分担研究 3．外部評価」で現場の産業医・産業保健スタッフ

に評価を実施し、内容をブラッシュアップし、労災防止計画の一案として本指針を最

終決定する。 

 

研究協力者 

 白石純一郎（産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座 助教） 
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上野仁豪 （産業医科大学若松病院リハビリテーション部 理学療法士） 
 

 

 



A. 研究の背景と目的 

 
わが国では労働人口の高齢化が急速に

進んでおり、高年齢労働者の労働災害

（労働災害）が若年労働者に比べて増加

傾向にある。労働災害の大部分は労働者

の「不安全行動」に起因するが、加齢に

伴う心身機能の低下も重要な要因であ

り、視力低下・筋力低下・バランス能力

低下などにより、危険回避行動の遅れや

転倒・転落などを生じている。また、高

年齢労働者は、若年労働者に比べ

て被災した場合にその程度が重く

なる傾向があり、長期にわたる休業

を余儀なくされている。そのため、高年

齢労働者の労働災害を防止するための対

策が喫緊の課題である。 

研究代表者は、労働災害疾病臨床研究

「中高年齢労働者の体力増進のための予

防的リハビリテーションの産業保健への

応用に関する研究（平成 27～29 年度）」

において、加齢による中高年齢労働者の

身体機能の低下に対して、産業現場で活

用可能な運動療法の技法やシステムに関

する文献調査と実態調査を行った。そし

て、職場で実施できる身体能力向上の技

法やシステムの提案を行い、本研究と関

連する文献の一部を既に収集しデータベ

ース化している。また、日本リハ医学会

理事として、「脳卒中治療ガイドライン

（GL）」「がんのリハ診療 GL」「リハ医療

における安全管理・推進のための GL」の

策定・改訂作業に携わっており、GL 作成

の国際標準である GRADE（Grading of 
Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation）システム

に基づくエビデンスの構築を進めてい

る。 

本研究全体では、製造業における高年

齢労働者の身体的特有の労働災害のリス

ク要因を同定し、労働災害防止対策を作

成することを目的に、1．文献調査、2．
労働災害防止対策立案、3．外部評価にて

対策案の実行性と適用を検討し、4．対策

の最終決定、5．情報公開を行う。文献調

査～対策立案までのプロセスを上述の

GRADE システムによる GL 作成手順に

準拠して作業を進める。すなわち、労働

災害防止対策案作成グループ（GL グルー

プ）とシステマティックレビューチーム

（SR チーム）に研究班を組織すること

で、作成プロセスの普遍化・透明化を図

る。 

本分担研究では、製造業における高年齢

労働者の身体的特有の労働災害のリスク

要因を同定し、労働災害防止対策を作成す

ることを目的に労働災害防止対策立案を

行う。具体的には「分担研究 1．文献調査」

に先立ち、GL グループで対策案に取り上

げるトピックやクエスチョンなどを決定

してスコープ、重要課題を設定する。その

後、「分担研究 1．文献調査」で得られたエ

ビデンスの評価・統合に基づき労災防止対

策（指針を含む）を立案することである。 

 

 

B. 方法 

 
1）わが国の労働災害の現状とその特

徴および 2）労働災害における職場の転

倒災害の要因について現状を取りまと

め、これらをもとに、3）キークエスチ

ョン（KQ）および 4）ガイドラインスコ

ープを設定し、SR チーム（分担研究 1．
文献調査）へその内容を提供する。 



SR チームにより得られたエビデンス

の評価・統合の結果をもとに、各 KQ の

推奨評価（推奨の強さ、エビデンスの確

実性）を決定する。 

 
 

C．結果 

 
1）わが国の労働災害の現状とその特徴 

わが国の労働災害（業務災害と通勤災

害）による死傷者数は、昭和 36 年をピー

クとして、長期的な減少傾向にある。平成

28 年（2016）の死亡者数は 928 人で、同

年の休業 4日以上の死傷者数は 117,910
人となった。 

高年齢労働者（高年齢労働者＝55 歳以

上、中高年齢労働者＝45 歳以上と定義）

の労働災害は、労働災害全体の約半分

（H28 年、50 歳以上では 47.7％）を占

め、その割合は増加傾向になり、今後も

高年齢労働者の労働災害防止対策がより

一層重要である。 

労働災害は、危険性または有害性と人

（作業者）の両者の存在があって発生する

（どちらか一方だけでは労働災害には至ら

ない）。労働災害分類（事故の型）では、

「転倒災害」は、「墜落・転落災害」「は

さまれ・巻き込まれ災害」とともに発生件

数の多い労働災害の一つで、労働災害死傷

報告（休業 4 日以上）によれば、平成 27
年における転倒災害の被災者は 25,949 人

で労働災害全体の 22％を占め、年々増加

傾向にある。第三次産業においては転倒災

害の占める割合が最も高く（小売業、社会

福祉施設、飲食業では各々30％前後）、

製造業・建設業・陸運業における転倒災害

の占める割合は最多ではないが、業種でも

転倒災害は年々増加傾向にある。 

平成 25 年の労働災害死傷者（休業 4
日以上）報告では、製造業では死傷者数

27,813 人、内訳は「はさまれ・巻き込

まれ災害」7,773 人（27.9％）、「転倒

災害」4,842 人（17.4％）、「墜落・転

落災害」2,895 人（10.4％）、「動作の

反動、無理な動作」2,229 人（8％）で

あり、危険性または有害性のみならず、

人（作業者）の身体的特有のリスク要因

の影響が考えられる。特に、「転倒災

害」などは高年齢労働者の身体機能低下

（視力、感覚、筋力など）の強い関与が

疑われる。 

2）労働災害における職場の転倒災害の要

因 

 
職場における転倒災害の主な要因は、

滑り、つまずき、踏み外しであり、厚労

省は第12次労働災害防止計画（平成25年
～30年）の中間年である平成27年に

「STOP！転倒災害プロジェクト」をス

タートさせた―業界団体などに対する職

場の総点検の要請、都道府県労働局・労

働基準監督署による指導、STOP!転倒災

害特設サイトの開設。具体的な職場の転

倒防止対策として、設備面の対策、転倒

対策に役立つ安全活動、作業管理面の対

策（保護具等の準備）などを進めてお

り、安全活動の一環として、「加齢によ

る平衡機能、筋力などの身体の機能低下

も転倒災害の原因の一つであるため、身

体機能の向上を図る体操を実施すること

も転倒予防対策として有効である」とし

ている。 

 



3）KQの設定 

 
 最終的に、下記のようにKQ1～4までの4
項目を設定した。 

 
●KQ1：リスク因子評価または体力測定な

どの評価・介入により、転倒に関連する労

働災害事故が減少するか？  

 
●KQ2：その労働者は転倒に関連する労働

災害事故に関して、「高リスク」か？  

 
●KQ3：労働者が転倒に関連する労働災害

事故の「高リスク」の場合、運動介入は有

効か？ 

 
●KQ4：労働者が転倒に関連する労働災害

事故の「高リスク」の場合、介入に伴う害

は利益を上回るか？  

 
 
4）ガイドラインスコープ（図 1） 

 
 図 1 に示すガイドラインスコープ（KQ
を含む概念構成図）を作成した。 

 

 
 

図 1．ガイドラインスコープ 

 
5）各 KQ の推奨 

 
●KQ1：リスク因子評価または体力測定な

どの評価・介入により、転倒に関連する労

働災害事故が減少するか？  

 
【推奨】リスク因子評価または体力測定な

どの介入により、リスク因子評価や体力測

定、運動介入を行うことは、労働者の転倒・

躓き等の労災事故の予防に繋がることが

予測される。  

＊推奨の強さ＝強い推奨 

＊エビデンスの確実性＝弱 

＊グレード 1C 

 
 
●KQ2：その労働者は転倒に関連する労働

災害事故に関して、「高リスク」か？  

 
【推奨】年齢が増加すること、男性よりも

女性であることが転倒に関連する労災事

故に関して高リスクであるといえる。また、

床摩擦係数などの環境因子も考慮にいれ

るべきである。 

＊推奨の強さ＝強い推奨 

＊エビデンスの確実性＝高 

＊グレード 1B 

 
 
●KQ3：労働者が転倒に関連する労働災害

事故の「高リスク」の場合、運動介入は有

効か？ 

 
【推奨】労働者が転倒に関連する労災事故

の「高リスク」の場合、運動介入を行うこ

とを提案する。 

＊推奨の強さ＝弱い推奨 

＊エビデンスの確実性＝弱 

＊グレード 2C 

 
 
●KQ4：労働者が転倒に関連する労働災害



事故の「高リスク」の場合、介入に伴う害

は利益を上回るか？  

 
【推奨】労働者が転倒に関連する労災事故

の「高リスク」の場合、介入を行うことを

提案する。 
＊推奨の強さ＝強い推奨 

＊エビデンスの確実性＝弱 

＊グレード 1C 

 
 
D. 考察 

 
本分担研究である労働災害防止対策立

案に関しては、GL グループを組織し、定

期的に班会議を開催することで進捗を確

認しながら進めることができた。具体的に

は、GRADE システムの手順に則り、分析

枠組みを設定、KQ1～4 を設定し、GL ス

コープを作成した（図 1）。GL スコープに

ついては、現場での問題点が落とし込める

ように流れ図の形で作成し、KQ を当ては

めている。 

SR チーム（分担研究 1．文献調査）より

得られたエビデンスの評価・統合結果に基

づき、最終的な推奨レベルを決定した。 

各 KQ において、エビデンスの高い無作

為化試験がほとんどなく、コホート研究な

どの観察研究にとどまることが多く、概し

てエビデンスレベルは弱いものであった。

しかし、益と害のバランス、労働者の価値

観・希望、コスト評価、職場での適応性な

どの点では極めて有用であり、総合評価で

は、いずれも強い推奨となった。 

本推奨結果に関して、分担研究 3．外部

評価で現場の産業医・産業保健スタッフ

に評価を実施し、内容をブラッシュアッ

プし、労災防止計画の一案として本指針

を最終決定する。 

 
 
E. 研究発表 
 

学会発表 

・松垣 竜太郎, 松嶋 康之, 佐伯 覚：健

常勤労者に対する理学療法士による個

別対応での運動指導の効果 -単盲検化

無作為化比較対照試験-．第 5 回日本予

防理学療法学会, 2018 年 11 月, 北九州 

・松垣 竜太郎, 伊藤 英明, 松嶋 康之, 

佐伯 覚：中高年労働者の健康増進にお

ける職場での理学療法士による個別運

動指導の効果．第 92 回日本産業衛生学

会, 2019 年 5 月, 名古屋 

・松垣 竜太郎, 松嶋 康之, 佐伯 覚：産

業保健現場で実施されている転倒予防

を主目的とした運動指導の実施状況．

2019 年度日本産業衛生学会九州地方会

学会, 2019 年 7 月, 福岡 

 

論文発表 

・ Matsugaki R, Sakata M, Itoh H, 
Matsushima Y, Saeki S：Effects of a 

Physical Therapist Led Workplace 
Personal-Fitness Management 

Program for Manufacturing Industry 
Workers: A Randomized Controlled 
Trial ． Journal of Occupational and 
Environmental Medicine．2019．61(11)． 
e445-e451． 

・佐伯 覚：産業医実務に生かせる提言 職

域に生かすリハビリテーションの最新

知識 産業医学とリハビリテーション

医学の接点．産業医学ジャーナル．2020．
43(3)．90-95．
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どの経験から照らしても産業現場で受け入れやすいと考えられた。 
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A. 研究の背景と目的

わが国では労働人口の高齢化が急速に

進んでおり、高年齢労働者の労働災害

（労働災害）が若年労働者に比べて増加

傾向にある。労働災害の大部分は労働者

の「不安全行動」に起因するが、加齢に

伴う心身機能の低下も重要な要因であ

り、視力低下・筋力低下・バランス能力

低下などにより、危険回避行動の遅れや

転倒・転落などを生じている。また、高

年齢労働者は、若年労働者に比べ

て被災した場合にその程度が重く

なる傾向があり、長期にわたる休業

を余儀なくされている。そのため、高年

齢労働者の労働災害を防止するための対

策が喫緊の課題である。 

研究代表者は、労働災害疾病臨床研究

「中高年齢労働者の体力増進のための予

防的リハビリテーションの産業保健への

応用に関する研究（平成 27～29 年度）」

において、加齢による中高年齢労働者の

身体機能の低下に対して、産業現場で活

用可能な運動療法の技法やシステムに関

する文献調査と実態調査を行った。そし

て、職場で実施できる身体能力向上の技

法やシステムの提案を行い、本研究と関

連する文献の一部を既に収集しデータベ

ース化している。また、日本リハ医学会

理事として、「脳卒中治療ガイドライン

（GL）」「がんのリハ診療 GL」「リハ医療

における安全管理・推進のための GL」の

策定・改訂作業に携わっており、GL 作成

の国際標準である GRADE（Grading of
Recommendations, Assessment,
Development and Evaluation）システ

ムに基づくエビデンスの構築を進めてい

る。 

本研究全体では、製造業における高年

齢労働者の身体的特有の労働災害のリス

ク要因を同定し、労働災害防止対策を作

成することを目的に、1．文献調査、2．
労働災害防止対策立案、3．外部評価にて

対策案の実行性と適用を検討し、4．対策

の最終決定、5．情報公開を行う。文献調

査～対策立案までのプロセスを上述の

GRADE システムによる GL 作成手順に

準拠して作業を進める。すなわち、労働

災害防止対策案作成グループ（GL グルー

プ）とシステマティックレビューチーム

（SR チーム）に研究班を組織すること

で、作成プロセスの普遍化・透明化を図

る。 

本分担研究では昨年度までの本研究で

作成した「製造業における高年齢労働者の

労働災害予防対策指針」に対する外部評価

を実施し、その対策案の実行性と適用性を

検討する。 

B. 方法

分担研究 2 で作成した労災防止対策案

（指針）について、その質や適用、実行可

能性について、従業員 1,000 名以上の製造

業事業所の産業医・産業保健スタッフに外

部評価を依頼した。 

具体的には、web アンケートを実施した。

郵送により対象事業所に上記指針と依頼

書（web アンケート用 QR コード含む）を

送付する。なお、対象とする事業所は、申

請者が代表である労災疾病臨床研究「中高

年齢労働者の体力増進のための予防的リ

ハビリテーションの産業保健への応用に

関する研究（平成 27～29 年度）」において、

全国実態調査を実施した対象事業所リス



ト（従業員 1,000 名以上、約 3 千事業所）

の情報を更新し、その中から製造業事業所

（約千事業所）を抽出し選定した。

C．結果 

アンケート送付事業所数は705社であ

り、そのうち62社より回答があった

（回答率8.7％）。回答者の内訳は、産

業医が93％、安全衛生担当者が2％、そ

の他（保健師を含む）が5％であった。

各指針の質や推奨に対する回答は下記

の通りである。 

●KQ1

●KQ2



●KQ3

●KQ4

以上、質の評価において、5～7 の「質

が高い」と判断した回答は、KQ1＝
73％、KQ2=72％、KQ3=65％、

KQ4=60％と概ね良好であった。また、

条件付きを含めた推奨においては、KQ1
＝91％、KQ2=89％、KQ3=89％、

KQ4=86％と、高い肯定的回答であっ

た。 

D. 考察

本アンケートへの回答率は、残念なが

ら 10％を割り込む低いレベルにとどまっ

た。本研究分担者が関与したアンケート

調査では、過去 20％前後であったが、新

型コロナ感染症流行下にあってその影響

を少なからず受けたことが考えられた。 



本推奨の質の高さについて、60～70％
が高いという評価に留まったが、この理

由として、本領域の文献を含めたエビデ

ンスが少ないことが挙げられる。特に、

ガイドラインや指針のエビデンスの根拠

となる無作為化臨床試験（RCT）がこの

領域ではほとんど実施されていないこと

が反映される結果となった。しかしなが

ら、推奨レベルはエビデンスの強さをも

とに、益と害を考慮し、その実施の可能

性などを含めて決定している。本指針の

推奨レベルは概ね 90％前後と高い結果で

あり、産業医や産業保健職などの経験か

ら照らしても産業現場で受け入れやすい

との評価であった（別紙資料）。 

本外部評価結果をもとに、文言の修正

を含めたブラッシュアップを経て本指針

の完成版ならびに労災予防対策案を公表

する（分担研究 4、5）。

E. 研究発表

論文発表 

・松垣 竜太郎, 松田 晋哉, 佐伯 覚:

製造業における高年齢労働者の転倒

災害予防に関する指針の作成. 労働

安全衛生研究 (in press), 2020
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製造業における高年齢労働者の転倒災害予防に関する指針の作成

松 垣 竜太郎＊1, 松 田 晋 哉＊）， 佐 伯 覚＊
2

製造業における労働災害の発生件数 は 滅少傾向にあるが，転倒に関連する労働災害（転倒災害）の発生件数
は滅少していないその背景には高年齢労働者数の増加 ， 雇用者に占める高年齢労働者比率の増加が影響してい
ると考えられ， 高年齢労働者の転倒災害発生予防に関する指針の 作成が必要である ． 今回 ， 文献検索結果を基に製
造業における高年齢労働者の転倒災害予防に関するkey question (KQ) を作成し，文献検索を基に各KQに対す
る指針案を作成した本指針案は従来から行われている環境因子に対する予防戦略と同時に， 労働者の身体機能

（個人因子）に対する運動介入を中心とした戦略 を併用することの必要性を示した内容であり，本指針（暫定版）
を活用した転倒災害予防 活動の進展が期待される ． 今後は製造業 事業所に在籍する産業保健スタッフを対象に本
指針案の有用性に関する外部調査を行い，その後エキスパー トパネルディスカッションを通して指針の完成 を
目指す ．

キ ー ワー ド：製造業高年齢労働者労働災害転倒

1 はじめに
令和元年度の死傷災害発生件数 は125,611件であり，う

ち21.4% (26,873件）を製造業が 占めるり製造業におけ
る 死傷 災 害 の 内訳を事故型別 に見ると ． そ の 18.9%
(5,070 /26,873件）が転倒に関連する労働災害（転倒災
害）である（図!).

転倒災害（全産業）の発生率（死傷 年千人率：「労働者
死傷病報告」による死偽災害発生状況確定値l) と労働力
調査2)における屈用者数から算出）を年代別にみると ． 最
も少ない20歳代の 0.17に対して 60歳以上の高年齢労働
者は1.16と約7倍に相当するあわせて ， 製造業における
労働災害の発生率 をみても． 30歳代の2.13に対して 60歳
以上の高年齢労働者 は4.06と約2倍に相当し2

,
3

) ， 加齢と転
倒災害 をはじめとする労働災害の 関連が示唆される ．

産業保健活動の発展 ． 職場環境の改善などにより 製造
業における死傷災害の発生件数は減少傾向にある（平成
11 年と比較して令和元年では38.9％減）が． 転倒災害に
関して死傷災害発生件数は大きくは変わらない（図2).
このことは． 少子高齢化に伴う高年齢労働者数の増加 ， 屈
用者に占める高年齢労働者比率の増加を反映している可
能性が ある ． 今後転倒災害発生件数の減少 を目指すには
従来から行なわれてきた予防策を継続するとともに， 高
年齢労働者の転倒災害発生予防に関する指針 を作成する

ことが喫緊の課題である．
今回我々は文献検索を甚に． 製造業における高年齢労

働者の転倒災害予防に関するkey question (KQ)を作成
し ． 文献検索を基に各KQに対する推奨案を作成したの
でここに報告する ．
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厚生労動省：令和元年度労働災害発生状況（確定値）より作成
図l 製造業における事故型別死偏災害発生状況

一転倒災宙 ■全災害

Hll Hl6 H21 H26 H31/RI 
ほ生労Ill省：令和元年度労紺災苔免生状況（確定恒）より作成

図2 製造業における死傷災害発生件数の推移

2 方法
1)指針作成の概要

本邦の労働災害の現状とその特徴および転倒災害の
要因について現状 を取りまとめ， ガイドラインスコ ー プ

作成の過程で分析的枠組み を定義し ，それ を基にしてKey

【別紙資料 】 
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４．製造業における高年齢労働者の労働災害予防対策立案 

（最終案） 

 

研究分担者 松嶋康之（産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座 准教授） 

      伊藤英明（産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座 講師） 

佐伯 覚（産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座 教授） 

 

研究要旨：  

本分担研究では、製造業における高年齢労働者の身体的特有の労働災害のリスク要

因を同定し、労働災害防止対策を作成し最終案をとりまとめた。すなわち、本年度分

担研究 1「製造業における高年齢労働者の労働災害予防対策指針」の外部評価を経て

本指針の最終版を完成するとともに、同指針の最終版をもとに、本研究ワーキンググ

ループにおいて、「製造業における高年齢労働者の労働災害予防対策（案）」を立案

した。 

提案内容は、転倒災害のハイリスク集団である高年齢製造業従事者（55 歳以上）に

対して、転倒に関するリスク要因である内的要因（身体機能や体力などの個人要員）

や外的要因（環境要因）に着目し、労働者各人についてリスク要因の評価や体力測定

などを行うこと、それらを踏まえて運動指導を含む措置を講ずることである。 

本対策案を高年齢労働者の労災防止マニュアルやガイドラインに盛り込むことによ

り、有効で実行性の高い対策を講じることが可能となると考えられる。 

 

研究協力者 

 白石純一郎（清泉クリニック整形外科 医師） 

 徳永美月 （産業医科大学病院リハビリテーション科 専門修練医） 

 森山利幸 （小倉リハビリテーション病院 専門修練医） 

久原聡志 （産業医科大学若松病院リハビリテーション部 理学療法士） 

村上武史 （産業医科大学病院リハビリテーション部 理学療法士） 

石倉龍太 （産業医科大学若松病院リハビリテーション部 理学療法士） 

松垣竜太郎（産業医科大学医学部公衆衛生学講座 助教） 

矢野雄大 （産業医科大学病院リハビリテーション部 理学療法士） 

上野仁豪 （産業医科大学若松病院リハビリテーション部 理学療法士） 

樋口周人 （産業医科大学若松病院リハビリテーション部 理学療法士） 



寒竹啓太 （産業医科大学病院リハビリテーション部 理学療法士） 
 



A. 研究の背景と目的 

 
わが国では労働人口の高齢化が急速に

進んでおり、高年齢労働者の労働災害

（労働災害）が若年労働者に比べて増加

傾向にある。労働災害の大部分は労働者

の「不安全行動」に起因するが、加齢に

伴う心身機能の低下も重要な要因であ

り、視力低下・筋力低下・バランス能力

低下などにより、危険回避行動の遅れや

転倒・転落などを生じている。また、高

年齢労働者は、若年労働者に比べ

て被災した場合にその程度が重く

なる傾向があり、長期にわたる休業

を余儀なくされている。そのため、高年

齢労働者の労働災害を防止するための対

策が喫緊の課題である。 

研究代表者は、労働災害疾病臨床研究

「中高年齢労働者の体力増進のための予

防的リハビリテーションの産業保健への

応用に関する研究（平成 27～29 年度）」

において、加齢による中高年齢労働者の

身体機能の低下に対して、産業現場で活

用可能な運動療法の技法やシステムに関

する文献調査と実態調査を行った。そし

て、職場で実施できる身体能力向上の技

法やシステムの提案を行い、本研究と関

連する文献の一部を既に収集しデータベ

ース化している。また、日本リハ医学会

理事として、「脳卒中治療ガイドライン

（GL）」「がんのリハ診療 GL」「リハ医療

における安全管理・推進のための GL」の

策定・改訂作業に携わっており、GL 作成

の国際標準である GRADE（Grading of 
Recommendations, Assessment, 
Development and Evaluation）システ

ムに基づくエビデンスの構築を進めてい

る。 

本研究全体では、製造業における高年

齢労働者の身体的特有の労働災害のリス

ク要因を同定し、労働災害防止対策を作

成することを目的に、1．文献調査、2．
労働災害防止対策立案、3．外部評価にて

対策案の実行性と適用を検討し、4．対策

の最終決定、5．情報公開を行う。文献調

査～対策立案までのプロセスを上述の

GRADE システムによる GL 作成手順に

準拠して作業を進める。すなわち、労働

災害防止対策案作成グループ（GL グルー

プ）とシステマティックレビューチーム

（SR チーム）に研究班を組織すること

で、作成プロセスの普遍化・透明化を図

る。 
本分担研究では、製造業における高年齢

労働者の身体的特有の労働災害のリスク

要因を同定し、労働災害防止対策を作成し

最終案をとりまとめる。 

 
B. 方法 

 
1）分担研究 3「製造業における高年齢

労働者の労働災害予防対策指針」の外部

評価を経て、本指針の最終版を完成す

る。 
2）上記指針の最終版をもとに、本研

究ワーキンググループにおいて、「製造

業における高年齢労働者の労働災害予防

対策案」を立案する。 

 
C．結果 

 
「製造業における高年齢労働者の労働

災害予防対策指針」の外部評価を経て、

本指針の最終版を完成した（分担研究

5）。 



転倒災害の主たる要因は床面の滑りや

すさ、歩行路に位置する障害物の存在な

どの環境因子にある。しかしながらそれ

ら環境因子を要因として生じた滑り、躓

きの後に転倒せずに踏みとどまることが

できるか否かは個人の身体機能の関与が

考えられる。また、身体機能が高ければ

転倒したとしても受け身をとるなどして

死傷災害には結びつかない可能性もあ

る。それゆえ、従来の環境因子に対する

戦略と同時に、労働者の身体機能（個人

因子）に対する運動介入を中心とした戦

略も重要になる。 

高年齢製造業従事者（55 歳以上）の転

倒災害の現状を踏まえて、製造業に従事

する高年齢労働者の転倒災害予防のため

の方策について文献調査結果を基にした

推奨を作成し外部評価を経てとりまとめ

た。この推奨をもとに「高年齢製造業従

事者の転倒災害の予防対策（案）」を作成

した（別添資料）。 

 

 
D. 考察 

 
「製造業における高年齢労働者の労働

災害予防対策指針」の外部評価を経て、

本指針の最終版を完成した。それをもと

に、「高年齢製造業従事者の転倒災害の

予防対策（案）」を取りまとめた。 

転倒災害のハイリスク集団である高年

齢製造業従事者（55 歳以上）に対して、

転倒に関するリスク要因である内的要因

（身体機能や体力などの個人要員）や外

的要因（環境要因）に着目し、労働者各

人についてリスク要因の評価や体力測定

などを行うこと、それらを踏まえて運動

指導を含む措置を講ずることを提案して

いる。 

転倒災害は単一要因に起因した事象で

はなく多要因が関与するモデルとして考

えるべきである。本分担研究者らが関与

した院内転倒予防対策においても、個別

患者の転倒リスク評価とそれに応じた対

応や対策が有効であることを示している

（立石聡史他：入院中の高齢者における

転倒骨折に関する予備調査。総合リハ

41：1147-1151,2013；松嶋康之他：転

倒・転落予防対策．総合リハ 45：133-
139, 2017）。ちなみに対策を講ずるこ

とで、転倒発生率を 1/4 まで減少するこ

とができている（舌間秀雄他：転倒予防

とリハビリテーション.大学病院における

取り組み.総合リハ 39：115-122、
2011；上中香代子:転倒予防プログラム

の実践.総合リハ 40:1087-1094, 
2012）。 

本分担研究により、高年齢労働者の身

体的特有の労災のリスク要因を同定し、

それに基づいた実行性のある労災防止対

策を提案することができた。国際標準の

評価手順に基づくことにより公正な内容

を提供できたと考える。本研究による成

果を、高年齢労働者の労災防止マニュア

ルやガイドラインに盛り込むことによ

り、有効で実行性の高い対策を講じるこ

とが可能となると考えられる。 

 
E. 研究発表 

 

学会発表 

・蜂須賀 明子, 酒井 昭典, 佐伯 覚：手

根管症候群における F 波 : 第 1 報．

第 57 回日本リハビリテーション医学会

学術集会, 2020 年 8 月, 京都 



 

論文発表 

・佐伯 覚, 松嶋 康之：産業医学とリハビ

リテーション医学．日本職業・災害医学

会会誌．2018．66(5)．335-340． 

 



 

高年齢製造業従事者の転倒災害の予防対策（案） 

 

転倒災害の主たる要因は床面の滑りやすさ、歩行路に位置する障害物の存在

などの環境因子にある。しかしながらそれら環境因子を要因として生じた滑

り、躓きの後に転倒せずに踏みとどまることができるか否かは個人の身体機能

の関与が考えられる。また、身体機能が高ければ転倒したとしても受け身をと

るなどして死傷災害には結びつかない可能性もある。それゆえ、従来の環境因

子に対する戦略と同時に、労働者の身体機能（個人因子）に対する運動介入を

中心とした戦略も重要になる。 

高年齢製造業従事者（55 歳以上）の転倒災害の現状を踏まえて、製造業に従

事する高年齢労働者の転倒災害予防のための方策について文献調査結果を基に

した推奨を作成し外部評価を経てとりまとめた。この推奨をもとに下記転倒予

防対策を提案する。 

 

 

１．労働者毎に転倒災害のリスク因子評価、体力測定などを行い、その結果を

もとに事後措置を講ずる。 

 

 過去 1 年間の転倒歴が転倒発生の予測に有用である。転倒等リスク評価セル

フチェック質問紙による転倒リスクのスクリーニングも有用である。これらは、

特別な機器を必要とすることもなく、安価にかつ安全に実施できる。 

一方、体力測定単独では労働災害を予防する効果に限界があるが、体力測定

の結果が転倒リスクの判別に有用であり、「高年齢労働者の安全と健康管理の

ためのガイドライン（エイジフレンドリーガイドライン）」においてもその活

用を推進している。 

 

２．転倒リスク因子として、個人因子（年齢、性別、肥満、生活習慣等）、職業

関連因子（勤続年数等）、環境因子（床の滑りやすさ等）を考慮する必要がある。 

 

 製造業従事者においては若年労働者と比較して高年齢労働者（55-64 歳）で明

らかに転倒災害の発生率が高い。本邦においても転倒災害被災者の約 70%が 50

歳以上の高年齢労働者であり、加齢と転倒災害の発生には関連がある。性差に関

しては、女性において転倒災害の発生率が高い傾向がある。高 BMI 者（30 以上）

の肥満者転倒災害が多く、余暇の身体活動が低い場合や喫煙習慣なども転倒災

害と関連している。 

【別紙資料】 



 勤続年数が短いほど転倒リスクが上昇する。勤続年数の短い若年労働者の転

倒発生には業務や作業、作業環境への不慣れなどが影響している。職場の床面の

滑りやすさ（床の摩擦係数、履物の汚染状況）は転倒と大きな関連がある。 

 

３．高年齢労働者には運動指導を含めた措置を講ずる。 

 

 製造業従事者における転倒災害の「高リスク者」は 55 歳以上の高年齢労働者

である。運動を実施することで身体機能を高めることは転倒予防につながる。ま

た、個人因子だけでなく、環境因子への多面的な介入が必要である。作業場の床

を清潔に保ち乾燥させる、汚染された場所への立ち入り制限、滑りにくい靴の使

用、歩く場所にものを置かない、作業エリアへの照明の設置、配線の固定、屋内

外の路面の凸凹解消、段差の確認、氷雪等への備え、などが必要である。 

 なお、運動実施については、筋痛、関節痛、息切れ、転倒、骨折なども発生す

るリスクがある。運動そのものは侵襲の少ない手法ではあるが、高年齢労働者に

実施する際には、基礎疾患などの医学的側面、身体的側面に対して十分な配慮を

行った上で実施する必要がある。 
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研究分担者 
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Ⅱ．分担研究報告 

厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業）

分担研究報告書 

５．製造業における高年齢労働者の労働災害予防に関する情報公開 

研究分担者 越智光宏（産業医科大学医学部リハビリテーション医学講座 講師） 
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研究要旨：  

本分担研究では、分担研究3「外部評価」及び4「対策の最終決定」で完成した指針

や対策案の情報公開を行うことを目的とした。産業医科大学医学部リハビリテーショ

ン医学講座ホームページで「製造業における高年齢労働者の労働災害予防対策指針」

を公開するとともに、同指針の冊子体を作成し、関係機関に配布した、ホームページ

や冊子体等を通じて広報を行うことで、高年齢労働者の転倒予防等の労災事故防止に

注目が集まり、その指針や対策案の実行につながることを期待している。

研究協力者 

白石純一郎（清泉クリニック整形外科 医師） 

徳永美月 （産業医科大学病院リハビリテーション科 専門修練医） 
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矢野雄大 （産業医科大学病院リハビリテーション部 理学療法士） 

上野仁豪 （産業医科大学若松病院リハビリテーション部 理学療法士） 
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A. 研究の背景と目的

わが国では労働人口の高齢化が急速に

進んでおり、高年齢労働者の労働災害

（労働災害）が若年労働者に比べて増加

傾向にある。労働災害の大部分は労働者

の「不安全行動」に起因するが、加齢に

伴う心身機能の低下も重要な要因であ

り、視力低下・筋力低下・バランス能力

低下などにより、危険回避行動の遅れや

転倒・転落などを生じている。また、高

年齢労働者は、若年労働者に比べ

て被災した場合にその程度が重く

なる傾向があり、長期にわたる休業

を余儀なくされている。そのため、高年

齢労働者の労働災害を防止するための対

策が喫緊の課題である。 

研究代表者は、労働災害疾病臨床研究

「中高年齢労働者の体力増進のための予

防的リハビリテーションの産業保健への

応用に関する研究（平成 27～29 年度）」

において、加齢による中高年齢労働者の

身体機能の低下に対して、産業現場で活

用可能な運動療法の技法やシステムに関

する文献調査と実態調査を行った。そし

て、職場で実施できる身体能力向上の技

法やシステムの提案を行い、本研究と関

連する文献の一部を既に収集しデータベ

ース化している。また、日本リハ医学会

理事として、「脳卒中治療ガイドライン

（GL）」「がんのリハ診療 GL」「リハ医療

における安全管理・推進のための GL」の

策定・改訂作業に携わっており、GL 作成

の国際標準である GRADE（Grading of
Recommendations, Assessment,
Development and Evaluation）システ

ムに基づくエビデンスの構築を進めてい

る。 

本研究全体では、製造業における高年

齢労働者の身体的特有の労働災害のリス

ク要因を同定し、労働災害防止対策を作

成することを目的に、1．文献調査、2．
労働災害防止対策立案、3．外部評価にて

対策案の実行性と適用を検討し、4．対策

の最終決定、5．情報公開を行う。文献調

査～対策立案までのプロセスを上述の

GRADE システムによる GL 作成手順に

準拠して作業を進める。すなわち、労働

災害防止対策案作成グループ（GL グルー

プ）とシステマティックレビューチーム

（SR チーム）に研究班を組織すること

で、作成プロセスの普遍化・透明化を図

る。 

本分担研究では、分担研究 3 及び 4 で完

成した指針や対策案の情報公開を行うこ

とを目的とする。 

B. 方法

分担研究 3「外部評価」及び 4「対策の

最終決定」で完成した「製造業における高

年齢労働者の労働災害予防対策指針」と

「製造業における高年齢労働者の労働災

害予防対策（案）」の情報公開を行う。 

C．結果

産業医科大学医学部リハビリテーショ

ン医学講座ホームページで「製造業にお

ける高年齢労働者の労働災害予防対策指

針」を公開した（別紙資料1）。また、同

指針の冊子体を作成し、関係機関に配布

した（別紙資料2）。また、「働く女性の

ための転倒・予防エクササイズ」のパン

フレットを作成した（別紙資料3）。



D. 考察

ホームページや冊子体等を通じて広報を

行うことで、高年齢労働者の転倒予防等の

労災事故防止に注目が集まり、その指針や

対策案の実行につながることを期待してい

る。

E. 研究発表

なし



https://www.uoeh-.ac.jp/kouza/rihabiri/homepage/kenkyu_project.html 

【別紙資料１】
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はじめに

わが国では労働人口の高齢化が急速に進んでおり、高年齢労働者

の労働災害（労災）が若年労働者に比べて増加傾向にある。中でも、

製造業における転倒に起因する労災（転倒労災）は多く、それをいか

にして防ぐかが社会的課題となっている。転倒労災は労働者の「不安

全行動」に起因するが、加齢に伴う心身機能の低下も重要な要因であ

る。我々は、網羅的な文献検索を行い、製造業における高年齢労働者

の転倒災害に関するリスク因子を調査し、そのリスク因子を改善す

るための対策を作成し、指針としてまとめた。

なお、本指針は、厚生労働科学研究費補助金労働安全衛生総合研究

事業「製造業における高年齢労働者の労働災害予防に関する研究」の

一環として作成した。

令和3年1月26日 

研究代表者 佐伯 覚
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KQ 一覧 
 

 

KQ2 その労働者は転倒に関連する労災事故に関して「高リスク」

か？ 

推 奨 年齢が増加すること、男性よりも女性であることが転倒に関連する労災事

故に関して高リスクであるといえる。また、床摩擦係数などの環境因子も考慮にい

れるべきである。 

 グレード１B 推奨の強さ 強い推奨 エビデンスの確実性 高

 

 

KQ3 労働者が転倒に関連する労災事故の「高リスク」の場合、運動

介入は有効か？ 

推 奨 労働者が転倒に関連する労災事故の「高リスク」の場合、運動介入を行うこ

とを提案する。 
 グレード２C 推奨の強さ 弱い推奨 エビデンスの確実性 弱

 

 

KQ4 労働者が転倒に関連する労災事故の「高リスク」の場合、介入に

伴う害は利益を上回るか？ 

推 奨 労働者が転倒に関連する労災事故の「高リスク」の場合、介入を行うことを

提案する。 
 グレード 1C 推奨の強さ 強い推奨 エビデンスの確実性 弱

 

※ 各 KQ の解説は次ページ以降にあります。 

KQ1 リスク因子評価または体力測定などの評価・介入により、転倒

に関連する労災事故が減少するか？ 

推 奨 リスク因子評価または体力測定などの介入により、リスク因子評価や体力

測定、運動介入を行うことは、労働者の転倒・躓き等の労災事故の予防に繋がる

ことが予測される。  

 グレード 1C 推奨の強さ 強い推奨 エビデンスの確実性 弱



 

■重要課題の確認 

我が国の労災災害は減少傾向にあるが、高年齢労働者の労働災害は全体の約半分と多い。

また近年、人口の少子高齢化に伴い就業年齢も延長しており、中高年齢の労働者に対する転

倒等に関連する労災事故を予防するための取り組みは大変重要である。リスク因子評価ま

たは体力測定などの介入と、転倒・躓き等の労災事故との関係を明確にし、より効果的な対

応方法を把握することは大変重要である。 

 

■エビデンス評価 

①リスク因子評価 

・検索： 

系統的文献検索、ハンドサーチを実施し、該当文献は 3件であった。 

・評価： 

Tsukimi ら 1)の、電化製品メーカーの従業員の職場での転倒評価の有効性について検討し

た後ろ向きコホート研究では、全体で 1年間に 62 例が転倒し、勤務時間外の転倒例もあっ

た。1年間の転倒発生率は、調査開始時における過去の転倒歴と唯一関連した。1年間に発

生した転倒は、1km の連続歩行ができない、時々つまずく、自宅の階段の段差、製造部署で

の勤務とも関連していた。筋力、平衡機能、敏捷性などの身体機能の測定値は、転倒例と非

転倒例で差はなかった。この研究は、過去 1年間の転倒歴が翌年の転倒の良い予測因子であ

ることを示した。転倒関連の労働災害の危険因子を調査することは、職場での転倒防止プロ

グラムに役立つ可能性がある。【エビデンスレベル Level Ⅲ】 

Caban-Martinez ら 2)の、米国の中高年齢労働者の余暇の身体活動が転倒・躓きにどのよ

うな影響を与えるかを調査した前向きコホート研究では、余暇の身体活動の中等度（相対危

険度=0.65）および高強度(相対危険度=0.64)の労働者の主要スリップ率は、余暇の身体活動

が低強度の労働者より約 3 分の 1 低かった。統計的に有意ではないが、中等度から高強度

の余暇の身体活動と中高年齢労働者の主要なスリップ率の関連性を示唆している。中高年

齢労働者におけるスリップ、躓きおよび転倒の危険性に対する身体活動の影響を調査する

研究は今後も必要である。 

【エビデンスレベル Level Ⅱa】 

Nakamura ら 3)の、50 歳以上の従業員を対象とした中央労働災害防止協会（JISHA）が開

発した職業性の転倒・躓き・転落（STF）のリスクアセスメント検査の有効性を検討した後

KQ1 リスク因子評価または体力測定などの評価・介入により、転倒

に関連する労災事故が減少するか？ 

推 奨 リスク因子評価または体力測定などの評価・介入により、労働者の転倒・

躓き等の労災事故の予防に繋がることが予測される。  

 グレード 1C 推奨の強さ 強い推奨 エビデンスの確実性 弱



ろ向きコホート研究では、540 名の対象者中 468 名に 1年後の解析が実施され、多変量解析

の結果、1年間の仕事中の転倒リスクを予測する検査として STF は十分有効であることが確

認された。さらに質問項目を 6項目に絞り込んでも予測能は大きく変わりはなく、また体力

測定を加えても変化を認めなかった。非侵襲的である質問紙によるリスクアセスメントの

有効性が確認された。【エビデンスレベル Level Ⅲ】 

以上、労働者における転倒・躓き等に関連するリスク因子評価の検索は 3件認め、その結

果、過去１年間の転倒歴や余暇の身体活動レベル、質問紙によるリスクアセスメント評価が

有用であることが分かった。またそれらの評価は非侵襲的であり、職場においても全て導入

が容易であるものであった。 

・統合： 

労働者における転倒・躓き等に関連するリスク因子評価の検索は 3件認めたが、その全て

がシステマティックレビューや無作為化比較対照試験ではなく、コホート研究であったた

め、エビデンスレベルとしては弱い。しかし、結果に関しては質問紙等による評価でも転倒

や躓き等に関連する労災事故の把握には十分であることなどからリスク評価の有効性は確

認することができた。 

②運動介入 

・検索： 

系統的文献検索、ハンドサーチを実施し、該当文献は 1件であった。 

・評価： 

Renfro ら 4)の報告では、知的障害または発達障害の労働者に対する週 1 回のグループ訓

練と在宅訓練（otago exercise Program OEP：理学療法士によって実施される在宅での 1対

1のプログラム）を 7週間実施し有効性の検討をしたが、介入中の転倒はなかった。30 秒間

での立ち上がり回数、バランステスト、2分間歩行試験で改善を認めた。この研究は、予備

研究であり、OEP が有効であるかさらなる研究の必要性がある。【エビデンスレベル Level 

Ⅱb】 

発達障害の労働者を対象とした個別の運動指導は有害事象の発生もなく、身体機能の改

善を認めるため有益であることが予測されるが、研究方法がコホート研究であり、今後さら

なる検討が必要である。 

・統合： 

労働者に対する運動介入の報告は 1 件認めたが、システマティックレビューや無作為化

比較対照試験ではなく、コホート研究で発達障害の労働者を対象としており、エビデンスレ

ベルとしては弱い。しかし、個別の運動指導は有害事象の発生もなく、身体機能の改善を認

めるため有益であることが予測される。 

 

■益と害のバランス評価 

益（望ましい効果）として、近年人口の高齢化に伴い中高年齢の労働者はさらに増加する



ことが予測され、中高年齢の労働者を対象にリスク因子評価や体力測定、運動介入を行うこ

とは躓き・転倒といった労災事故の減少につながるという益がある。一方、害（望ましくな

い効果）としては労働者を対象とした報告はなく、Sherrington ら 5)が報告した地域在住高

齢者に対する転倒予防介入のコクランレビューでは、筋痛、転倒などの可逆的変化の有害事

象を少数認める程度であるとしており、害よりも益が上回ることが予想される。 

 

■労働者の価値観・希望 

リスク因子評価や体力測定、運動介入を行うことは害が少なく益があるため、多くの中高

年齢の労働者が運用を希望すると考えられ、今後さらに客観的な有効性を検証することが

必要である。 

 

■コスト評価、職場での適応性 

①コスト評価 

勤務時間内あるいは時間外にリスク因子評価や体力測定、運動介入を行うための時間を

必要とする。しかし、介入の内容を工夫すれば経費はそれほどかからず費用対効果が高いこ

とが予想される。 

②職場での適応性 

職場での適応性としては産業医等の医療従事者が所属している職場においてはリスク因

子評価や体力測定、運動介入を行うことは容易で適応性は高いと考えられるが、産業医等の

医療従事者が所属していない施設においては、運動介入といった面では、適切かつ安全な導

入が可能かさらなる検討が必要となる。 

 

■総合評価 

リスク因子評価または体力測定などの介入により、転倒に関連する労災事故の検討をし

た報告が少ないため、効果に関しては一定の見解を示すことは難しいが、コホート研究によ

るリスク因子評価を実施した報告では、転倒・躓きを予測できる項目も抽出されていること

や運動介入を行うことで転倒身体機能の改善も報告されていることより、リスク因子評価

または体力測定などの介入により労働者の転倒・躓き等の労災事故の予防に繋がることが

予測される。 
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KQ2 その労働者は転倒に関連する労災事故に関して「高リスク」

か？ 

推 奨 年齢が増加すること、男性よりも女性であることが転倒に関連する労災事

故に関して高リスクであるといえる。また、床摩擦係数などの環境因子も考慮に入

れるべきである。 

 グレード１B 推奨の強さ 強い推奨 エビデンスの確実性 高

 

■重要臨床課題の確認 

 本邦の平成 30 年の労働災害による死亡者数（以下、死亡者数）は 909 人（前年比 7.1%減）

で、労働災害防止計画のもと死亡者数としては過去最少になっている。最も多い原因は墜

落・転落（256 人、0.8%減）であり、転倒(28 人、27.2%増)は少ないが増加している。休業

4日以上の死傷者数（以下、死傷者数）は 127,329 人（5.7%増、年千人率 2.27）、最も多い

原因は転倒（31,833 人、12.4%増）である。転倒による死亡者数・死傷者数はともに増加傾

向で、死傷者数の 25%程度を占める。労働力の高年齢化や就業構造の変化等に対応した転倒

のリスク評価は重要である。そこで今回、中高年齢労働者の転倒に関連する労災事故のリス

クについて内的要因（個人因子）と外的要因（環境因子）にわけて検討した。 

また、墜落・転落に関しては、労働災害防止計画の中で安全対策の徹底を周知しているも

のの、はさまれ・巻き込まれとともに依然として多く発生している。重要度は非常に高いと

考えられるが転倒とは区別されるため参考として追記した。 

 

■エビデンス評価 

各アウトカムの結果 

Ⅰ.個人因子 

①年齢と性別 

・検索： 

ハンドサーチによる観察研究 2 件、参考資料として厚生労働省の報告 1 件を採用した。 

・評価： 

 Han ら 1)は、転倒した米国労働者の特徴を調査した研究において、転倒により 532 万件の

労働関連の致命的外傷が発生し、中でも転倒リスクは女性労働者が最も高く、年齢が上がる

とともに発生率が増加したと報告している。また、本邦の厚生労働省による平成 30 年労働

災害発生状況の分析等 2)でも、転倒災害による死傷者のうち 25.7%が 60 歳以上の女性であ

ると報告している。さらに Scott ら 3)は、アメリカ労働統計局のデータを使用し、年齢層、

性別、および 4部門の産業毎に同じレベルの転倒発生率を調査した結果、製造業では加齢に

伴い転倒の発生率は増加するとしている。 

 



 
 

図 1 転倒災害被災者の性別・年齢別比較（出典：労働者死傷病報告） 

 

 

 

図２ 墜落・転落災害被災者の性別・年齢別比較（出典：労働者死傷病報告） 

 

・統合： 

米国及び本邦の大規模な報告からもわかる通り、加齢に伴う転倒増加は、紛れもない事実

である。（エビデンスの強さは A）、また性別は女性のほうが高リスク（エビデンスの強さは

A）と判定した。 

墜落・転落に関しては、加齢に伴う増加は転倒と同様であるが、性別は男性のほうが高リ

スクであった。 

②肥満 

・検索： 

ハンドサーチによる観察研究 1件を採用した。 
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・評価： 

 Gabriel ら 4)アイダホ国立研究所に勤務する 8,581 人を対象としたスリップ、トリップ、

転倒による負傷と肥満の関係を調査した研究で、スリップによる負傷を報告した 189 名の

うち、肥満者は 97 名(肥満者全体の 3.3%)、非肥満者は 92 名(非肥満者全体の 1.6%)であり、

統計学的に有意に肥満者集団が負傷の割合が多い(p=0.001)と報告している。 

・統合： 

 肥満者集団が非肥満者集団よりも転倒頻度が高いことがわかったが、肥満が直接的に転

倒に影響を与える因子かは本論文の結果からは不明であり、また、単独の観察研究であるた

めエビデンスの強さは Dと判定した。 

③喫煙または不活動 

・検索： 

系統的文献検索を行い、後方視的研究 1件を採用した。 

・評価： 

 Gauchard ら 5)は、フランスの大手鉄道会社の従業員の中から、病気休暇を伴う労働災害

の経験者 427 名の男性従業員を対象とした転倒に関与する個人因子を調査した研究で、喫

煙、飲酒、不活動、睡眠障害、転職希望などの個人的要因が労働災害の発生と相関したと報

告している。中でもスリップの発生は、喫煙者であること、定期的なスポーツ活動を行って

いないことが、リスク因子としてあげられ(オッズ比はそれぞれ 2.06、1.96)、個人的な要

因は、転倒などの労働災害リスクを高める可能性があると報告している。 

・統合： 

喫煙は身体機能、特にバランス能力へ悪影響を与え、スリップや躓きなどの原因となりう

るが、1論文のみの結果であり、エビデンスの強さは Dと判定した。 

Ⅱ.環境因子 

①業種 

・検索： 

参考資料として厚生労働省の報告 1件を採用した。 

・評価： 

転倒に関しては死亡者数でみると製造業、建設業、清掃・と畜が多く、死傷者数でみると

商業、製造業、保健衛生業の順に多い（表１）。 

墜落・転落に関しては死亡者数でみると建設業、製造業、清掃・と畜が多く、死傷災害で

みると建設業、運輸交通業、製造業の順に多い（表２）。 

平成 30 年の業種別死傷年千人率（休業 4日以上）に関しては、林業 22.4、鉱業 10.7、漁

業 7.4、運輸業 6.8、農業 5.2、建設業 4.5、通信郵便業 3.8、製造業 2.8、接客娯楽業 2.5

が全産業平均 2.3 を上回っている。年千人率とは、在籍労働者千人あたり、年間でどのくら

い死傷者が発生しているかという割合を示すもので、1 年間の死傷者数/1 年間の平均労働

者数×1,000 で算出される（労働者死傷病報告及び総務省労働力調査）。 



 

表１ 平成 30 年の業種別にみた転倒による死亡災害・死傷災害 （人）２） 

  死亡者数 死傷者数 

全産業 28 31,833 

製造業 6 5,637 

建設業 6 1,616 

清掃・と畜 5 2,244 

商業（小売業など） 2 6,523 

農業、畜産、水産業 2 500 

林業 2 160 

保健衛生業（社会福祉施設など） 1 4,756 

接客・娯楽（飲食店など） 1 3,027 

陸上貨物運動事業 1 2,651 

警備業 1 670 

港湾運送業 1 43 

通信 0 690 

金融・広告 0 531 

その他 0 1,890 

出典：死亡災害報告、労働者死傷病報告 

 

表２ 平成 30 年の業種別にみた墜落・転落による死亡災害・死傷災害（人） 

 死亡者数 死傷者数 

全産業 256 21,221 

製造業 29 3,031 

鉱業 1 67 

建設業 136 5,154 

運輸交通業 14 4,524 

貨物取扱 3 288 

農林業 11 618 

畜産･水産業 3 332 

商業 9 2,569 

金融広告業 0 175 

映画・演劇業 0 25 

通信業 0 163 

教育研究 2 176 

保健衛生業 4 910 

接客娯楽 10 912 

清掃・と畜 19 1,229 

官公署 1 18 

その他の事業 14 1,030 

出典：死亡災害報告、労働者死傷病報告 

 

・統合： 

 この報告では本邦の転倒に関連する労災事故の数を全て示しており、非常に重要であり、

製造業、建設業、清掃・と畜、商業、保健衛生業など数が比較的多かった業種は注目に値す

るが、個別の職種によるリスクを比較したものではない。転倒に限らない全死傷者数の年千

人率では林業・鉱業、漁業、運輸業、農業と異なる業種がリスクの高い業種として挙げられ

ているが、転倒に関連した労災事故の職種によるリスク評価としては不十分である。よって

エビデンスの強さは Cとした。 



②床摩擦係数 

・検索： 

統計的文献検索を行い、アンケート調査 1件、後方視的研究 1件を採用した。 

・評価： 

 Courtney ら 6)は、10 カ所のレストランに勤務する労働者に過去 4 週間の就業中の転倒に

関するアンケート調査を行っており、125 人のうち 42 人が過去 4 週間で 1 回以上の転倒を

経験していたと報告している。転倒の発生に統計学的に関与した要因は、レストランの床摩

擦係数であり、これが高いほど転倒のリスク低下と有意に関連し、年齢が若い、靴底の著し

い汚染の存在も転倒のオッズ比増加と関連していた。また、医療従事者を対象に転倒リスク

を調査した Drebit ら 7)の報告では、3 年間で 411 件の転倒が発生し、看護師と比較して施

設支援労働者(リスク比 6.29)及び地域保健医療従事者(リスク比 6.58)の転倒リスクが高く、

転倒は主に屋外、患者の部屋、キッチンで生じていたと報告している。凍結や液体汚染など

の滑りやすい地面は主な転倒要因であり、特に寒い時期（1月〜3月）に転倒は増加したと

報告している。 

 本邦での転倒災害を月別にみると、1～3月及び 12 月の降雪期に多く発生しており、北海

道、東北、北陸及び山陰地方の道県の県庁所在地の降雪量と転倒による死傷者数は強い相関

関係があるという報告もある２）。 

・統合： 

 上述の 3 件の論文の対象者は異なるが、いずれも床摩擦係数や床の汚染状況が転倒の要

因であると報告している。しかし、前向き比較研究ではなく、エビデンスの強さは B とし

た。 

③はしご作業 

・検索： 

系統的文献検索を行い、後方視的研究 3 件 と The Center to Protect Worker’s 

Rights(CPWR)の報告 1件を採用した。 

・評価： 

 スペイン労働者のはしご使用時の労働災害を調査した Miguel ら 8)や Agnew ら 9)の報告で

は、はしごに関連する事故の深刻さは、労働者の年齢とともに増加し、中小企業は大企業と

比較して致命的かつ重大な事故の割合が最も高いため、はしご関連事故防止のために強制

的なリスク評価を実施することが推奨されている。また、Smith10)らは、9,826 件のはしご

事故から転倒原因を調査し、滑りとバランスの喪失（25.3％）、はしごの不安定性（22.9％）、

およびはしごの昇降（6.9％）が原因であったとしており、CPWR の調査 11)では、はしごから

の転落は、上る時よりも降りる時の発生が 2倍であったと報告している。 

 本邦では高所作業での事故は墜落・転落と定義されており、平成 30 年の死亡災害は全産

業 256 人のうち 29 人、死傷災害は全産業 21,221 人のうち 3,031 人と報告されている。転

倒とは直接関連はないが注目すべき結果と考える(労働者死傷病報告)。 



・統合： 

 年齢別の事故件数や企業規模による事故発生件数において、統計学的に有意差を認めて

いないが、加齢に伴うバランス能力の低下などで、はしご事故の深刻さが増すことは先行研

究からも予測可能である。そのため、エビデンスの強さは Bと判定した。 

 

■益と害のバランス評価 

 益(望ましい効果)として、外的要因または内的要因を評価することで、転倒リスクを有す

る中高年齢労働者の検出が可能である。一方、明らかな害(望ましくない効果)はないと考え

られる。 

 

■患者の価値観・希望 

害が少なく、多くの事業主・労働者が転倒予防のためにリスク評価を行うことを希望する

と考えられる。 

 

■コスト評価、職場での適応性 

 特別な機器などは不要であるが、検診結果や転倒に関する細かい情報収集が必要である。 

上記問題を解決できれば、適応性は高く、質の高いエビデンスも得ることができると考えら

れる。 

 

■総合評価 

 中高年齢労働者の転倒に関する労災事故のリスクは高リスクである。今回系統的文献検

索を行った結果、年齢が増加すること、男性よりも女性であることが、転倒に関連する労災

事故に関して高リスクであるといえる。これは米国・本邦の報告からも明らかであり、エビ

デンスレベルは高く、推奨の強さは【強い】とした。 

 転倒による労災事故は依然として多く、転倒リスクの高い労働者の割り出しは重要課題

であると考えられる。また、死亡事故が多く外的要因に対する対策を早期から進めている墜

落・転落による労災事故も年齢の増加によりリスクが高くなることを考慮すると、内的要因

についても考慮が必要であると考えられる。 

 

■参考文献 

1) Han T. Yeoh, Thurmon E. Lockhart* , Xuefang Wu：Non-Fatal Occupational Falls o
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/11302000/000555711.pdf 
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60(5)．330-335． 
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Work-related ladder fall fractures: Identification and diagnosis validation using 

narrative text. Accid Anal Prev．38(5)．973–980. 
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KQ3 労働者が転倒に関連する労災事故の「高リスク」の場合、運動

介入は有効か？ 

推 奨 労働者が転倒に関連する労災事故の「高リスク」の場合、運動介入を行うこ

とを提案する。 
 グレード 1C 推奨の強さ 弱い推奨 エビデンスの確実性 弱

 

■重要課題の確認 

労働者の労災事故に関しては、転倒に限定した「高リスク」については言及されていない。

労働災害全般については、David A. Lombardi ら 1)の 101,891 人を対象にした横断研究があ

る。労働災害の有無・年齢・性別・BMI・人種・教育歴・仕事内容・労働時間・睡眠時間を

質問紙票にて評価した。723 名（0.73%）が労働災害を受け、転倒は 21.2%であり、睡眠時間

が 7時間未満の群と BMI が≧30 の群で労働災害が多く、有意差を認めた。 

 以上より、労災事故の「高リスク」を「短時間の睡眠」、「肥満」、また一般的に高齢ほど

転倒は多いため「高齢者」、KQ2 より「性別」を加え、介入（運動介入含む）に関して検索し

た。 

 

■エビデンス評価 

① 短時間の睡眠への介入 

・検索： 

系統的文献検索を行い、該当する文献はなかった。 

② 肥満への介入 

・検索： 

系統的文献検索を行い、該当する文献はなかったため、ハンドサーチによる観察研究 1件

を採用した。 

・評価： 

Gabriel ら 2)は 8,581 人を対象とした研究で、スリップ（転倒）による負傷を報告した 189

名のうち、肥満者が 97 名（肥満者全体の 3.3%）、非肥満者は 92 名（非肥満者全体の 1.6%）

であり、肥満者集団が負傷の割合が多いと報告されている。 

・統合： 

肥満者集団が非肥満者集団よりも転倒頻度が高いことがわかったが、運動介入の効果は

不明であり、単独の観察研究であるためエビデンスの強さは Dとした。 

③ 高齢者への介入 

・検索： 

系統的文献検索を行い、該当する文献はなかったため、システマティックレビューを参考

にした。 

・評価： 



高齢者（＞65 歳）の転倒予防についてのシステマティックレビューでは、運動介入によ

って転倒回数が約 1/4 に減少することを報告している 3)。また、転倒への影響は転倒リスク

が高いか否かに関わらず同様であった。介入内容としてはバランス訓練と機能訓練を含む

運動としている。 

・統合： 

労働者ではないが、転倒リスクに関わらず運動介入により転倒は減少する報告があり、転

倒による労働災害予防にはバランス訓練と機能訓練を含む運動は有効である可能性がある。

労働災害に関する文献ではなく、エビデンスの強さは Cとした。 

④ 性別に対する介入 

・検索： 

系統的文献検索を行い、該当する文献はなかった。 

 

■害と益のバランス評価 

 有害事象は、転倒予防のシステマティックレビューにおいて筋痛、転倒などの有害事象を

少数認めると報告されている（具体的には KQ4 で触れる）が、安全に配慮すれば運動介入に

よる益が害を上回ると考える。 

 

■コスト評価、現場適応性 

①コスト評価 

 転倒予防に対する運動介入は内容を工夫すれば、低コストで実施可能である。 

②現場での適応性 

 運動介入方法は多数あり、どの事業所でも実施可能であり、適応性は高い。しかし、転倒

リスクが高くても、勤務帯や多忙で時間の確保が難しい場合もあるため、事業所で行われる

職場体操などに追加するなどの工夫が必要である。 

 

■総合評価 

 重要なアウトカムに対するエビデンスの確実性は低く、運動介入の有意性は高いとはい

えないため、提案する（弱い推奨）とした。BMI の低下には運動が寄与できることは明らか

であることから、高度肥満の労働者には運動が勧められる。 

労働者が転倒に関連する労災事故の「高リスク」の場合（高リスクに関わらず）、介入を

行うことを提案する。 

 

■参考文献 

1) David A. Lombardi, Anna Wirtz, Joanna L. Willetts, et al. Independent Effects 

of Sleep Duration and Body Mass Index on the Risk of a Work-Related Injury: Evidence 

From the US National Health Interview Survey (2004–2010). Chronobiol Int. 2012．



29(5)．556-564. 

2) Koepp GA, Snedden BJ, Levine JA：Workplace slip, trip and fall injuries and

obesity. Ergonomics. 2015．58(5)．674-679. 

3) Catherine Sherrington, Nicola J Fairhall, Geraldine K Wallbank, et al：Exercise

for preventing falls in older people living in the community(Review). Br J Sports 

Med. 2019．pii: bjsports-2019-101512. 



KQ4 労働者が転倒に関連する労災事故の「高リスク」の場合、介入に

伴う害は利益を上回るか？ 

推 奨 労働者が転倒に関連する労災事故の「高リスク」の場合、介入を行うことを

提案する。

グレード 1C 推奨の強さ 強い推奨 エビデンスの確実性 弱

■重要課題の確認

労働者が転倒に関連する労災事故の「高リスク」である場合、そのリスクを低減するため

の介入が必要となる。労働者の転倒には様々な環境因子・個人因子が関連しているが、個人

因子に対する介入方法の一つに運動介入がある。運動介入の害と益のバランスを明らかに

することが必要である。 

■エビデンス

①転倒回数の減少

・検索：

系統的文献検索、ハンドサーチを実施したが該当する論文は無かった。

・評価：

労働者の転倒に影響する因子は種々あるが、その一つに加齢がある。実際、本邦における

転倒に関連する労働災害の多くも高年齢労働者で発生しており、高齢者における転倒予防

に関する知見は産業保健現場にも応用することが可能かもしれない。 

高齢者を対象とした転倒予防に関する研究は多く報告されており、Sherrington ら 1)はメ

タアナリシスにて地域在住高齢者（平均年齢 76 歳）の転倒予防における運動介入の効果を

検証しており、その中で、運動介入を行った群は、行わなかった群と比較して転倒数が 23%

減少したと報告している。中でも、複合的な運動（多くはバランス訓練や機能的訓練と筋力

増強訓練の併用）では転倒数が 34%減少すると報告している。高齢者の転倒予防において運

動介入により身体機能の改善を図ることの意義は大きく、この知見は労働者、特に高年齢労

働者にも応用することが可能であると考える。 

 実際、労働者に対しても運動指導を行うことで身体機能が改善されることは示されてい

る。Conn らは、メタアナリシスにて職場での運動指導が身体機能の改善に中等度の効果量

を有することを示している 2)。また、Matsugaki らは本邦の製造業に従事する労働者 60 名

（48.02±7.21 歳）に対して、20 分/回、1回/週の職場での個別運動指導を 6ヶ月間、また

は、90 分/回の集団運動指導を 1回実施したところ、指導前と比較して指導後に身体機能の

指標である 30-second chair stand test が有意に増加したと報告している 3)。身体機能が

改善すれば、転倒リスクの軽減に繋がる可能性がある。 

・統合：

上述の転倒予防に関するメタアナリシスは地域在住高齢者を対象としたものであるが、



その知見は労働者、特に高年齢労働者には適応可能であると考える。しかし、労働者に対す

る論文ではないため、エビデンスの強さは Cとした。 

②外傷頻度の減少

・検索：

系統的文献検索、ハンドサーチを実施したが該当する論文は無かった。

・評価：

Patil ら 4)は転倒歴のある 70～80 歳の地域在住高齢女性に対して、週 2 回の集団運動を

12 ヶ月実施し、その後、週 1回の在宅運動を 12 ヶ月実施したところ、コントロール群と比

較して転倒に起因する医学的外傷の発生頻度が 50%以上低くなったと報告している。また、

Karinkanta ら 5)は 70～78 歳の地域在住高齢女性に対して、週 3回の筋力強化訓練とバラン

ス訓練の併用訓練を 12 ヶ月実施したところ、介入後 5年間のフォローアップ期間中におい

て、コントロール群と比較して外傷を伴う転倒の発生数が 51%、骨折発生件数が 74%低下し

たと報告している。 

・統合：

上述の論文は地域在住高齢者を対象としたものであるが、その知見は労働者、特に高年齢

労働者には適応可能であると考える。しかし、労働者に対する論文ではないため、エビデン

スの強さは Cとした。

③有害事象の増加

・検索：

系統的文献検索、ハンドサーチを実施したが該当する論文は無かった。

・評価：

Liu-Ambrose ら 6)は 75-85 歳の地域在住女性高齢者を対象に週 2 回の筋力増強訓練（32

名）または敏捷性トレーニング（34 名）、ストレッチ（32 名）を実施したところ、筋力増強

訓練では 10 件の筋痛が生じ、敏捷性トレーニングでは 3件の筋痛と 4件の息切れと 2件の

躓きと 6件の転倒が生じ、ストレッチでは 2件の筋痛が生じたと報告している。しかし、い

ずれの事象も医師の介入は必要としなかった。 

 Clemson ら 7)は 70 歳以上の地域在住高齢者（過去 12 ヶ月以内に 2 回以上の転倒または 1

回以上の転倒による負傷を経験した者）を対象にバランス訓練と筋力増強訓練に加え選択

したアクティビティーを日常のルーチンに組み込んだ介入（107 名）、バランス訓練と筋力

増強訓練（105 名）、穏やかな運動のプラセボ（105 名）の 3群で転倒発生件数を減少させる

か検討している。その中で、筋力増強訓練に加え選択したアクティビティーを日常のルーチ

ンに組み込んだ介入では 1 件の骨盤のストレス性骨折を生じ、バランス訓練と筋力増強訓

練では 1件のヘルニアに対する手術が生じたと報告している。 

 Sherringtonら 1)はメタアナリシスにて地域在住高齢者の転倒予防における運動介入の効

果を検証しており、その中で、27 文献（6019 名）の無作為化比較対照試験で有害事象に関

する報告があり、1 件のヘルニアの手術、1 件の骨盤骨折、1 件の関節痛を除いては、重篤



な有害事象を認めなかったと報告している（重篤な有害事象の発生率は 0.05%[3/6,019 人]）。 

・統合：

上述の論文は地域在住高齢者を対象としたものであるが、その知見は労働者、特に高年齢

労働者には適応可能であると考える。しかし、労働者に対する論文ではないため、エビデン

スの強さは Cとした。

■害と益のバランス評価

有害事象は骨折発生、ヘルニアの手術、変形性関節症の増悪などに関する報告がある。し

かし、それらを生じるリスクは 0.00049842 %（5 / 10,000 人）であり、リスクは極めて低

く、益が害を上回ると考える。 

■コスト評価、現場での適応性

①コスト評価

運動介入は特別な機器を導入することもなく行うことが可能でありコストは低い。

②現場での適応性

運動介入は特別な機器を導入することなく行うことができる。そのため現場での適応性

も高いが、より効率的な介入を行うためには運動指導の専門家を現場に配置するなどの配

慮も必要かもしれない。 

■総合評価

労働者の転倒を対象とした運動介入の研究がなくエビデンスは C ではあるが、地域在住

高齢者を対象とした研究から得られた知見を考慮するとその有効性は高いと考えられ、ま

た、益が害を上回る可能性が高い。 

■参考文献
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30703272 

2) Conn VS, Hafdahl AR, Cooper PS, Brown LM, Lusk SL：Meta-Analysis of Workplace

Physical Activity Interventions. Am J Prev Med．2009．37(4)．330–339. Available 

from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19765506 

3) Matsugaki R, Sakata M, Itoh H, Matsushima Y, Saeki S：Effects of a Physical
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Industry Workers: A Randomized Controlled Trial. J Occup Environ Med．2019．

61(11)．e445–451. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31517759 
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転倒・腰痛予防

エクササイズ

働く女性のための
【別紙資料3】





働く女性のみなさまへ

1

国内で推計される介護人材の需要
〜2025年の超高齢化社会に向けて〜

医療や介護の現場は、対人業務であるゆえに、歩く(走る)・かがむ・

ひとを抱えるなどの肉体労働が多いことと存じます。そんな中、業務中の

転倒による怪我や腰痛を発症される女性労働者は多く、2018年に厚生労働省

が行った調査によると、特に40代以上の女性で急増することが明らかに

なっています。
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業務中の転倒による怪我や腰痛を1つでも多く予防し、長く健康に働く

女性が増えることは、患者様・利用者様のみならず、ご本人・ご家族、

並びに社会全体にとって重要です。



Q1 以下の症状が一つでも当てはまりますか？

□安静時痛がある。（腫瘍、感染、骨折などの疑い）

□発熱を伴う腰痛がある。（化膿性脊椎炎の疑い）

□腰痛よりも下肢の痺れや感覚麻痺がある。（神経障害の疑い）

□食事と連動した腰痛がある。（消化器系疾患の疑い）

□発作性あるいは持続性で腰痛が体位による変化がない。

（尿路結石などの泌尿器科系疾患の疑い）

□月経と連動した腰痛がある。（婦人科系疾患の疑い）

はい
まずは病院の受診へ

運動することによって反対に腰痛を
悪化させる可能性もあるため、まず
は病院への受診をおすすめします。

いいえの方のみ次のページのQ2へ進む

2



Q2 腰の痛みは始まって3日以内ですか？

はい まずは安静に過ごしましょう。
3日経過すればQ3へ

Q3 次の動きでどちらが痛いと感じますか？

前屈

前かがみタイプ
バランスエクササイズと

6ページからの運動を

行ってみましょう。

後屈

反り腰タイプ
バランスエクササイズと

10ページからの運動を

行ってみましょう。
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バランスエクササイズ

①つま先かかと立ち

②大股エクササイズ（フォアードランジ）

③つま先タッチ

まずは前かがみタイプ・反り腰タイプどちらの皆さんも
一緒に取り組んでみましょう。

４

動作は
ゆっくり

体重を
踏み出した足に
しっかりと
乗せます！

バランスが不安な方
は何かにつかまりな
がらやってもOK！

みんなで



④横に大股エクササイズ（サイドランジ）

⑤片足スクワット

５

各10回
無理のない範囲でやってみましょう！

踏み込んだ足に
体重をしっかりと
乗せましょう！

膝を曲げながら
反対の足は軽く後ろに
持っていきましょう！

回数



①お尻伸ばしストレッチ

②お尻上げストレッチ

６

ベッドやソファに
座ってまたは立って
できます！

座ったバージョン

立ったバージョン

回数 1分を3回

じわーっともも裏が
気持ちよく伸びる
感じがします～

回数 1分を3回



③キャット アンド ドッグ ストレッチ

７

回数 1分を3回



④お尻上げトレーニング

８

お尻をしっかりと
床から離しましょう！

回数 左右合わせて10回



⑤バード アンド ドッグ ストレッチ

９

腰をそらせすぎず
お腹をへこませて
伸びましょう！

前かがみタイプの皆さんお疲れさまでした！
また明日もぜひチャレンジしてみてくださいね！

回数 左右合わせて10回



①腸腰筋ストレッチ

10

脇・横腹・腰・太ももが
伸びている感じがわかるように
伸ばしましょう！

回数 左右それぞれ1分を2回



②太もも前伸ばし（大腿直筋ストレッチ）

11

回数 左右それぞれ1分を2回



１２

③キャット アンド ドッグ
ストレッチ

回数 1分を3回



③腹筋トレーニング（Trunk curl）

１３

余裕がある方は足を浮かした状態で頭を持ち上げて
みましょう！難易度が上がりますよ！

レベルUPバージョン

くぅ～
お腹に効きます！

回数 10回



④片手片足バランス（プランク）

14

余裕がある方は膝をつかずにやってみましょう！
何秒できるか…これはレベル高い！

レベルUPバージョン

反り腰タイプの皆さんお疲れさまでした！
また明日もぜひチャレンジしてみてくださいね！

1秒でもキツイ…

回数 左右合わせて10回



おわりに

１５

我が国は、2025年に超高齢化社会を迎えるといわれており、

皆様のような医療や介護の現場で、高齢者を支える女性労働者の

健康の維持が必須です。

そこで、現場で特に問題となっている“転倒による怪我”や

“腰痛”を予防するエクササイズを体の専門家である理学療法士

から提案させていただきました。

いつまでも長く健康的に働きたいと思っている皆さまに、

このパンフレットを活用していただけるととても嬉しいです。



企画 樋口周人 産業医科大学若松病院 理学療法士

運動監修 立石聡史 産業医科大学若松病院 理学療法士

運動モデル 花田菜摘 産業医科大学若松病院 理学療法士

デザイン 大石千尋 産業医科大学若松病院 作業療法士

仕事に、
家庭に、
私らしい趣味も。
健康でなきゃ
もったいない。
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